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１． 総則 

 本計画は、名古屋市上下水道局給水区域内（名古屋市、清須市（春日地区

を除く）、北名古屋市久地野地区、あま市甚目寺地区、大治町）での地震災

害の発生に対して名古屋市上下水道局（以下 上下水道局）の応急活動等に

対する協力並びに指定工事事業者として給水区域内にお住いの市民の迅速

な日常生活の回復のための屋内修繕工事の円滑な推進のための、名古屋市指

定水道工事店協同組合並びに支部員の活動計画について定めるものとする。 

 

２． 災害関連の協定 

① 上下水道局との協定 

「災害時における応急復旧工事等の協力に関する協定書」（資料１） 

「災害時における仮設給水栓の設置等に関する協定書」（資料２） 

② NAWS との協定 

「名水協・NAWS 相互協力に関する基本協定」（資料３） 

③ 上下水道局、NAWS との三者の覚書 

「災害時における宅地内給排水設備の早期復旧に向けた協力に関する覚

書」（資料 3-1） 

④ 愛管連の協定 

愛知県管工事業協同組合連合会と地震等災害時における応急復旧応援協

定締結先団体一覧（資料４） 

 

３． 計画策定の基本方針 

① 災害発生時の支部員の安否確認、相互の連絡体制の確保に関しては、「災

害対策ネットワーク」（資料６）に基づくものとする。 

② 上下水道局との協定に基づく活動は、当局から指示の可能性のある活動

について整理する。 

③ 屋内修繕に関しては、活動全体をマニュアル化する。 

 

４． 被害想定 

名古屋市では南海トラフ巨大地震時の被害を想定しての対応を検討して

いることから、これに基づいて宅内での屋内修繕工事件数を想定する。 

① 配水管の断水想定 

発災直後 357,000 件（30％）が本管断水、１日後約 191,000 件（15％）

1 か月後に断水が解消（名古屋市事業継続計画第 3 版令和 2 年 3 月） 

② 電力の回復 

電力約 1,228,000 件（89％）が停電、１日後約 1,114,000 件（81％）1 週

間後に大部分で停電解消（名古屋市事業継続計画第 3 版令和 2 年 3 月） 

③ 通信の回復 

固定電話の通話機能支障約 413,000 回線（89％）、１日後約 375,000 回

線（約 81％）１週間後通話支障はある程度回復、インターネットも十分

に機能しない可能性あり（名古屋市事業継続計画第 3 版令和 2 年 3 月） 
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④ 被害が集中する可能性のある区域 

1) 液状化区域（市南西部、西区、中村区、中川区、港区）天白川等河川

沿い 

2) 土砂災害（急傾斜地崩壊危険区域（「マップあいち」参照・資料７） 

千種区、瑞穂区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区の一部 

3) 木造家屋密集地域（資料８） 

⑤ 想定屋内修繕工事件数 

38,000 件（名水協・想定） 

【算出根拠】 

・名古屋市内の想定倒壊総数  約 44,000 棟（地震火災除く） 

（名古屋市事業継続計画第版令和 2 年 3 月・市 HP） 

・給水戸数           1,357,554 戸（令和 3 年度・局 HP） 

・処理区域内戸数        1,292,084 戸（令和 3 年度・局 HP） 

・給水区域内想定倒壊総数     46,000 棟 

（44,000 棟×（給水戸数／処理区域内戸数≒1.05）） 

・能登半島地震での応急危険度判定結果（石川県 HP） 

（危険 12,615／要注意 8,790／調査済 10,195） 

※ 給水区域内の倒壊総数が「危険」判定とし当面修理できないとする。 

※ 「要注意」判定の家屋は、何らかの修理、改造を早い段階で行う。 

※ 建物被害は軽微だが漏水が発生する場合を考慮して計算結果を 1.2

倍する。 

    屋内修繕及び改造必要工事 

＝給水区域内想定倒壊戸数×要注意判定／危険判定×1.2 

⑥ 屋内修繕工事に現状で必要な日数 

63 日（現状・支部員のみで対応した場合） 

災害時に修繕に対応できる支部員：200 支部員（仮定） 

修繕件数：3 件／日／支部員 

 （38,000（件）／3（件／日／支部員）／200（支部員）） 

 

５． 想定される活動 

  発災時に想定される活動フローを図‐１に示す。 

 

６． 支部員の安否確認 

① 緊急時の連絡方法 

1) Biz の活用 

地震発生時に自動的に送信し定型のフォーマットで情報を自動集計

する。Biz の利用方法は資料 7-１参照。 

登録された相手方及び登録グループに対して周知すべき情報を一斉

送信する。 

    （団体コード 25652、ID：行政区番号、パスワード：dummy） 
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地震発生 
名古屋市給水区域内の震度 

震度６弱以上 

通常営業 
震度４以下 

仮設給水栓の設置 

震度５強以下で局から要請有 

応急活動支援要請 

屋内修繕対応 

（想定修繕件数 38,000件） 

 

応急活動支援・調整（協定書） 
①局への基本情報、活動状況報告 

②重要医療施設等の情報共有と優先復旧★3 

③応急給水 

仮設給水栓設置要請有（震度 5強以下） 

運搬給水用車両、運転手、作業員の提供 

１t タンク、組立式給水タンクの運搬・設置 

④緊急止水作業、⑤仮給水栓の設置、⑥その他 

非常配備 
・応急活動支援要請有、震度５強以上→専務理事、事務局長参集 

・震度６弱以上→課長会参加職員・指定職員参集 

災害対策本部設置（震度６弱以上） 
正副本部長参集 

なし あり 

名水協事務局 

（電話・HP 受付★1） 
各支部員 市民 

修繕体制（目標修繕対応待期間：30日以内（修繕受付後）） 

修繕センター 支部長→支部員 

愛管連他都市事業者 

条件：指定要件一時解除 

通常体制 全県体制 非常時（各支部）体制・全支部体制 

応援要請 

図-1 地震発生時の対応フロー図 

支部員の安否確認 
Biz・名古屋市給水区域内の最大震度にて判断 

（愛知県内で震度６弱以上の地震発生でNTTより地

震情報と安否確認メールが自動発信） 

修繕対応待期間 3 日以降 修繕対応待期間 30 日 

Biz「安否確認」送信・集約 

Biz「活動リソース」送信・集約 

Biz「修繕対応待期間」送信・集約 

※修繕対応待期間 

…新たな修繕に着手できるまでの概ねの日数。 

三者の覚書に基づく取組 

★1 修繕受付窓口の開設

(名水協)→HP 受付実施 

★2 宅内修繕対応可否の

調査・公表（局/NAWS）

→メール調査・公表 

★3 重要医療施設等の被

害調査や応急復旧（名水

協/NAWS）→現地調査/

修繕業者手配 
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     Biz の災害用の定型のフォーマットとして、「安否確認・仮設給水栓

設置」、「活動リソース」、「修繕対応待期間」（資料９）の三種類を準備す

る。 

2) LINE 等の活用 

特定の相手方又はグループと双方向で通信する。 

    ⅰ）支部内連絡網の作成（支部 LINE 等） 

災害発生時を想定して各支部内（支部長、各支部員）での LINE

グループ等を作成し、通常時の会議等に係る連絡網としても使用

する。 

    ⅱ）本部と支部長間の連絡網の作成（本部 LINE 等） 

       全理事、専務理事、顧問、事務局の課長級以上職員、防災事業部

会担当にて LINE グループを作成し、災害時の連絡網として活用

する。 

    ⅲ）意思確認のための連絡網 

       三役の意思決定を行うために三役の LINE 等を活用する。 

    ⅳ）その他 

       本部と修繕センターとの連絡のために修繕センターLINE 等を

作成する。 

 

② 安否確認の流れ 

1)  Biz 安否確認にて愛知県内で震度６弱以上が発生した場合、NTT よ

り地震情報と安否確認メール（Biz「安否確認」フォーム）が各支部員

に自動配信される。 

名古屋市給水区域内で同等の地震が発生した場合、事務局職員には、

防災担当等から手動で配信する。 

2)  Biz 安否確認にて名古屋市給水区域内で震度６弱以上の地震が発生

した場合は事務局及び支部長は支部員の返信状況を確認する。 

また、事務局課長級以上の職員は配下職員の返信状況を確認する。 

3)  支部長は、返信の無い支部員に対して LINE、電話等で安否を確認、

Biz への登録を促す。支部員が被災している場合は、他の支部員及び事

務局と協力して被災状況にあわせて必要な支援をする。 

事務局員については、支部長を事務局長、支部員を事務局員、事務局

を専務理事に読み替えて同様の対応をとる。 

4)  事務局は、支部員及び事務局員の安否情報と、支部員及び事務局員

の被災状況を集約して正副理事長（本部長）に報告する。 

 

７． 非常時の体制 

① 事務局の非常配備体制 

「名水協本部の非常配備体制」（資料 10） 

名水協の営業時間外に名古屋市給水区域内のいずれかの区又は市町で震

度 5 弱以下の地震が発生し局から応急活動の要請があった場合、震度 5

強以上の地震があった場合は専務理事と事務局長が、震度 6 弱以上で課
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長会参加職員・指定職員が水道会館に自主参集する。そのほか、活動状

況に応じて職員を確保する。営業時間内は、職員は全員参集する。 

 なお、名古屋市上下水道局防災計画には、専務理事と事務局長の携帯

番号が登録されており、局からの応急活動要請に備えている。 

② 災害対策本部の設置 

名古屋市上下水道局給水区域内で震度６弱以上の地震発生時及び局か

ら応急活動要請があった場合に理事長及び副理事長を正副本部長として

災害対策本部を設置する。 

正副本部長は、原則として水道会館に参集する。 

各支部長は、自社に待機し災害対策本部と連絡をとりながら支部員に

必要な指示を行う。 

正副本部長の所属する支部においては支部長代行が支部長の職務を行

う。 

③ 正副本部長、支部長、事務局の役割 

1) 正副本部長 

本部長は全体を統理し、局からの応急活動の要請に対する受諾又は

辞退の判断、局への要望事項の申出（指定要件の解除、対応待期間の周

知など）、愛管連との連絡などを副本部長及び事務局と協力して実施す

る。副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長が不在の場合に代

理で職務を行う。 

2) 支部長及び支部長代行 

各支部長は、支部員を統理し、本部からの指示事項を遂行する。ま

た、当該支部員のみでは遂行ができない場合は本部と協議して他の支

部に応援を要請する。支部長代行は、支部長が不在の場合に支部長に

替わってその職務を行う。 

3) 事務局 

支部員及び事務局員の安否情報の集約、水道会館の被害状況調査・

応急措置、給排水設備課との連絡調整、情報整理・交換、正副本部長の

判断事項の整理、協定書に基づく応急活動に必要な指示事項の整理、

資機材の準備などを行う。 

また、屋内修繕の受付（受付窓口—電話２回線、HP）、修繕センター

及び各支部長等への屋内修繕の配分、修繕対応待期間の把握、修繕用

材料の確保など屋内修繕の遂行に必要な事務を行う。また、屋内修繕

等への応援要請など愛管連との連絡調整に関しての具体的な事務を行

う。 

④ 発災時の器具備品 

 事務局で保有する災害時に活用できる器具備品等は資料１１のとおり。

また、水道会館は、都市ガスの供給が困難な場合を想定して、プロパン

ガスとしている。また、発電機は、プロパンガスを燃料としている。 

 

８． 上下水道局との情報共有 

① 提供を受けたい情報 
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上下水道施設の全体の被害状況と復旧計画 

断水の状況と翌日の通水予定 

応急活動に必要な情報（日時、場所、活動内容、報告内容） 

② 提供する情報 

基本情報（事務局参集状況、災害対策本部設置、活動可能組合員数） 

応急活動に提供可能な人員と車両、資機材の情報（活動リソース） 

応急活動の実施状況 

屋内修繕の実施情報（受付件数、処理件数、待機期間など） 

③ 情報共有の方法 

局と事務局との情報交換はメールを基本とする。メール等の使用も困

難な場合、事務局は給排水設備課に、各支部長（ブロック長）は営業セン

ター等に出向く。 

 

９． 活動リソースの把握 

  事務局は、応急活動の依頼があった場合に備えて、発災直後と応急活動が始

まる時期からは毎日、応急活動に提供可能な運転手（免許証の種類）、作業員、

車両（〇ｔトラック、〇ｔダンプ、特殊車両など）、資機材を把握する。把握

には Bizの「活動リソース」のフォーム（資料 9）を使用する。 

各支部長は支部単位で把握し、回答の無い支部員に回答を請求する。事務局

は活動リソースを行政区別に取りまとめて、局から要望のあった応急活動が

可能かどうか検討し、正副本部長と協議し回答する。 

なお、活動リソースの調査は、応急活動への協力が不可能になり、屋内修繕

に集中する段階には、基本的に取りやめることとする。 

 

１０．協定書に基づく応急活動 

① 仮設給水栓の設置 

1) 寄託先支部員と設置個所 

仮設給水栓寄託リスト(07.06 修正後)_.xlsx（資料１２） 

2) 仮設給水栓の保管と設置 

寄託先支部員は、災害時に持ち出しが困難にならない場所に保管し、

災害時に即時利用可能な状態で管理する。 

各支部は、寄託先支部員に加えて、あらかじめ補助支部員を指定す

る。支部員が被災し、設置が困難な場合は補助支部員又は支部長が替

わって設置する。 

3) 設置手順 

名水協災害対策ネットワーク「仮設給水栓設置マニュアル」参照（資料

６） 

4) 設置条件 

・震度６弱以上での設置 

      名古屋市給水区域内のいずれかの区又は市町で震度 6 弱以上の地

震が発生した場合、仮設給水栓を寄託された支部員は自主的に所定

の応急給水施設に設置する。（応急給水施設の所在区が震度５強以下
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でも名古屋市内のいずれかの区や清須市（春日地区除く）、あま市甚

目寺地区、大治町、北名古屋市久地野地区が震度６弱以上であれば設

置する。）なお、念のため事務局より全支部員に一斉送信する。 

・震度５強以下での設置 

給排水設備課から設置要請があった場合、事務局は、該当する支部

長及び寄託支部員に連絡する（行政区別での設置を想定）。 

5) 設置確認 

事務局及び支部長は、局の HP にて仮設給水栓の設置状況を確認す

る（資料 12-1）。支部長は、設置されていない仮設給水栓の寄託先支部

員に連絡し、設置されていない理由を確認する。 

6) 情報の集約及び報告 

 支部長は、未設置個所の理由を事務局に報告する。事務局は未設置

理由を集約して局に報告する。（資料１2） 

② 重要医療施設等の優先復旧 

上下水道局では、「応急給水施設へ至る管路、災害時に優先的に給水を確

保する必要がある救急病院、透析医療機関などの重要給水施設へ至る管

路については、優先的に耐震化の整備が完了しており」発災時には施設ま

での通水は確保されるとしている。しかし、これらの施設の宅地内の耐震

化状況は不明である。また、避難所や小中高等学校においても宅内での水

の使用が早急に求められるものと考えられる。本来、各施設の維持管理を

担当する事業者が実施する修繕ではあるが、当該事業者の被災状況や施

工時期の不適合から組合又は支部員に要請があることが考えられる。（透

析医療機関 79、災害拠点病院 11、災害拠点精神科病院 1、災害協力病院

19、福祉避難所 189‐名古屋市内の施設数）特に、福祉避難所等の規模の

小さな事業所では、修繕業者を決めていない場合が多い。重要医療施設等

への対応は、三者の覚書に基づいて実施する。（資料 3-1、資料 12-2） 

1) 活動内容 

・重要医療施設等の被災状況、修繕体制の把握（NAWS） 

・施工業者の手配、屋内修繕及び改造工事（名水協） 

2) 支部の選定 

当該施設のある支部又は修繕対応待期間の短い支部を事務局が選定す 

る。 

3) 支部員の選定 

  支部員の中から対応可能なものを支部長が指定する。 

4) 修繕費用 

施設管理者に請求 

③ 運搬給水への協力 

初動段階で本管が断水中で屋内修繕の数が比較的少ない場合などで活

動リソースがある際に当局の要請に応じて運搬給水に協力する。 

１ｔタンク車、10 ㍑ポリタンク等による運搬給水に必要な機材は、各

営業センター、管路センターのほか局の災害機材倉庫（市内 25 か所）に

配置されている。給水元となる施設は、施設の被災状況にもよるが、浄配
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水場、応急給水センター、各営業センター、各管路センターである。（タ

ンク車用給水栓 37 か所、73 栓） 

1) 作業人員、車両の提供 

局と派遣先の公所、必要な期間、人数、車両の種類、台数を調整する。 

具体的な給水元、運搬先等は担当課公所の指示に従う。 

事前把握している活動リソースに基づき提供できる人数、運転手、

車両を選定し、支部員に最終確認を行う。 

 班編成は、1 班 2 名を基本としいずれかを班長とする。派遣される

支部員は一旦組合本部に参集する。 

 事務局は、活動資金、食料、飲料水等を自主的に調達して各班に提供

する。 

 班長は、局に提出した作業指示書兼作業報告書（資料１3-１参考）の

写しの欄外に支部員名と従事者の氏名を記載し最終活動日に、活動に

利用した資金の領収書とともに事務局に提出する。 

2) 1t タンクによる運搬給水 

自然流下式の 1t タンク、加圧式の 1t タンク（加圧式は主に局職員

が操作）があるが、運搬には 2t ダンプ、トラックなどの車両が必要で

ある。 

 自然流下式の場合には、積載したままタンクの蛇口からの給水がで

きるように配置位置を考慮して固定する。 

 給水元、運搬先は局の指示に従う。 

3) 10 ㍑ポリタンクによる運搬給水 

 軽自動車から運搬給水ができる。給水元、運搬先、回収の要否、回収

方法は局の指示に従う。 

4) 加圧タンク車による運搬給水 

 局保有の車両は、中型運転免許証(4t タンク車)、準中型運転免許証

（3t、2t タンク車）が必要であり、平成 29 年 3 月 12 日以降取得の普

通運転免許証では運転できない。一部はオートマ限定免許でも運転で

きない車両がある。局全体 12 台、NAWS1 台保有している。他都市応

援隊の大部分は加圧タンク車である。 

 避難所に設置した給水タンク、給水先施設の受水槽にローテーショ

ンで給水することを主とするが、個別の建物のメータ筺内に接続して

の給水や受水槽への送水、漏水修理への活用など汎用性もある。 

給水元、運搬先、操作方法は局の指示による。主に局職員が運転す

る。 

5) 1t タンク、組立式給水タンクの運搬設置 

避難所等の給水先に 1t タンク又は組み立て式給水タンクを設置し、

加圧タンク車で給水する方法をとる。 

1t タンクは 2t ダンプやトラック、組立式給水タンクは軽自動車（ト

ラック、1Box）でも運搬ができる。 

局の指示のもと指定場所に設置する。組立式給水タンクは、水道会

館に 2 台配置している。水道会館の 2 台は事務局員が運搬設置する。 
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④ 仮給水栓の設置 

阪神淡路大震災では、メータ筺内に仮給水栓を設置した。その後の地

震では、一部の施設で実施した例がある。 

設置目的としては、重要医療施設等で屋内側が原因で水が使用できな

い場合に運搬給水の替わりとして設置するもの、仮設給水栓や地下式給

水栓の設置では十分な給水ができない場合に建物の所有者の許可を得て

公の給水栓として設置するもの、建物の屋内修繕に時間を要するために

個々の建物に応急的に設置するものなどが考えられる。 

各支部員は、応急給水と同様に局に提出した管路修理報告書（資料１３

-２参考）の写しの欄外に施工した支部員名と従事者の氏名を記載して、

活動に利用した資金の領収書等とともに事務局に報告する。 

仮給水栓の設置は、屋内修繕に密接な関係のある作業として、運搬給

水よりも優先して協力する。 

⑤ 緊急止水作業 

給水区域内各地での本管や宅地内での漏水の発生に伴い給水量が急激

に増加し断水、減水等が発生する可能性がある。これに対応して配水管

での断水のほかに宅地内で漏水が発生している可能性のある家屋（応急

危険度判定：危険判定で住めなくなった住宅（46,000 棟・名水協想定）、

要注意判定など修理が必要になった住宅（32,000 棟・名水協想定）、空

き家 156,900 棟（名古屋市内））に対して、緊急止水を実施する可能性が

ある。 

1) 目視、音聴、メータの動きで漏水の有無を確認する。 

2) 給水管に附属してた甲止水栓、乙止水栓、仕切弁を閉止する。 

3) 閉止が困難な場合は、宅地内を掘削して止水する。（万力、MC ソケ

ット、キャップ等の資機材） 

    作業エリア、作業内容等の具体的な指示は管路センター等の指示に従

う。仕切弁等の操作は、NAWS のバルブ操作研修受講済の者が行う。 

    運搬給水と同様に局に提出した漏水調査報告書（資料１３-３参考）の写

しの欄外に施工した支部員名と従事者の氏名を記載し、活動に利用した

資金の領収書を事務局に提出する。本作業も仮給水栓の設置と同様に屋

内修繕と密接に関係することから、他都市応援隊の到着状況をみて運搬

給水よりも優先して協力する。 

⑥ 各作業の優先順位の整理 

上記の作業について時間と作業の優先度を整理する。運搬給水への協

力は時間優先度が高く活動リソースに余力がある期間で、応援都市が到

着するまでは協力するが、その後は作業優先度の高い作業を優先して実

施する。 

1）時間優先度 

    仮設給水栓の設置＞運搬給水への協力＞（通水）＞重要医療施設等の優

先復旧＞緊急止水作業＞仮給水栓の設置 

   2）作業優先度 

    仮設給水栓の設置＞重要医療施設等の優先復旧＞緊急止水作業＞仮給
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水栓の設置＞（屋内修繕）＞運搬給水への協力 

１１．屋内修繕対応 

① 屋内修繕の基本方針 

震災時においても屋内修繕や改造工事は、各支部員と市民との民間契

約での実施を基本とする。 

組合は、修繕センターや局経由で申し込みがあった場合、各支部員が施

工困難な場合でその支部員から応援要請があったものを対象に施工する。 

② 目標修繕対応待期間 

 修繕受付後 30日以内 

想定件数 38,000 件の屋内修繕が、一度に発生したとして 30 日以内に

施工するには、1,267 件／日、想定と同じ条件で計算すると約 420 班の

修繕体制が必要である。しかし、各支部員や員外工事店に別に申し込む

修繕がある。また、本管の通水時期のずれや申込者の事情などもあり修

繕が同時期に集中して申込があるとは考えにくい。このため、いつの時

期にどれだけ組合に申し込みがあるか想定しにくく対処療法的な対策を

とることとする。 

そこで、単純に修繕対応待件数に対する施工期間が 30 日を大幅に超

えないように、1）修繕センター担当業者の相互応援で施工する（通常体

制）、2）各支部内の工事を当該支部員が協力して施工する（非常時体制）、

3）支部を超えて支部員が協力して施工する（全支部体制）、4）愛管連事

業者への協力を要請する（全県体制）といった方法で順次体制を強化す

る。 

③ 修繕対応待期間の把握 

事務局（災対本部）は、発災時より Biz の「修繕対応待期間」フォーム

を利用して、各支部員の修繕可能時期の聞き取りを行う。一方、類似の調

査が NAWS から FAX 等を利用して行われる。各組合員は、両方の調査

に回答する。 

1) 事務局による調査 

  各支部員の修繕対応待期間を把握して、主として事務局に申し込

みのあった修繕を各支部員に割り振るために利用する。また、集約し

た情報は、各支部員毎に整理して「修繕対応工事店リスト」として名

水協 HP に公開する。 

2) NAWS（局）による調査 

  三者の覚書に基づいて、局が NAWS と協力して、個々の工事店（組

合員以外を含む）に FAX 等で調査する。この調査は、修繕対応可否

の情報を局 HP 上で公開するために実施する。 

④ 施工者の選定優先順位 

施工者については次の優先順位で選定する。 

【１】修繕センター契約工事店 

   修繕センター契約工事店４社が相互に協力して対応する。 

【２】修繕依頼のあった行政区の支部員 

【３】比較的余裕のある支部の支部員（震源から遠い支部など） 
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   【２】【３】の支部員の選定は支部長が行う。 

   【３】の支部は、事務局（災対本部）から支部長に依頼する。 

【４】愛管連の協力事業者（指定要件の一時解除があった場合） 

⑤ 修繕の受付 

1)  修繕の受付は、基本的に修繕センター（事務局）が行う。時間外は、

震度５強以上で事務局が参集するまでの間、当番店が行う。 

2)  被災後の受付件数が多い場合、体制の整備のために職員を参集する。

（受付担当を 3 名参集、電話対応 2 名、HP 対応、連絡員１名） 

3)  受付件数の推移をみて、修繕受付時間を 5 時間（8:30～22:00）まで

延長する。 

4)  修繕センター（事務局）が利用する２回線（当番店に切り替えた時点

は１回線）を超えた場合は、自動音声で HP の受付申込フォームに誘

導する。 

⑥ 修繕の施工 

【通常体制での対応】 

1)  修繕センターは、４契約工事店が担当地域の枠を超えて協力して施

工する。 

【非常時体制（各支部体制）への移行】 

2)  事務局（災害対策本部）は、修繕センターの４契約工事店で時間内の

工事（平日 8:30～17:00）の修繕対応待期間が概ね３日を超えた（申込

者都合を除く）時点で正副本部長と相談の上で支部毎の対応とする(非

常時体制)。時間外（17:00～翌 8:30 及び土日祝日）の緊急工事は引き

続き修繕センター担当工事店で行う。 

3)  事務局は、本部 LINE を利用して、非常時体制への移行を各支部長

に連絡する。 

【各支部の修繕対応待期間の把握】 

4）各支部長は、Biz と支部 LINE をもとに支部全体の概ねの修繕対応 

待期間を把握する。事務局は、各支部の修繕対応待期間を把握する。 

【屋内修繕連絡書（災対用）の送付】 

4)  事務局は、各支部長に支部の「屋内修繕連絡書（災対用）」（資料 14） 

（非常時体制では事務局によるお客さまへの事前確認はしない。）を送

付する。 

5)  各支部長は、支部員の状況を踏まえて、屋内修繕連絡書（災対用）（＋

受付票）を FAX 又は LINE（PDF）で送付し対応を依頼する。 

【修繕の実施】 

6)  各支部員は、申込者に連絡をとって修繕を実施する。このときの修

繕費用等は、局の無料修繕範囲を除いて修繕センターのルールではな

く普段から各工事店が請求している費用とする。 

【屋内修繕連絡書（災対用）の返送】 

7)  支部員は、修繕が完了したら屋内修繕連絡書（災対用）に必要事項を

記入して事務局に送付する。 

8)  支部長は、屋内修繕連絡書（災対用）を受付日ごとに取りまとめて事
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務局に送付する。 

【修繕内容の集計・報告】 

9)  事務局は、屋内修繕連絡書（災対用）を取りまとめる。送付が遅れて

いるものについては、支部長を通じて支部員に請求する。 

10)  集計表を作成して局に報告する。 

 

【全支部体制への移行】 

11)  各支部長は、支部内の修繕対応待期間が概ね２週間を超えた時点で、

事務局と連絡をとり他の支部に応援を依頼する。 

12)  事務局は、正副本部長と相談して、全支部体制に移行し、その旨を支

部長に連絡する。 

【基準修繕対応待期間による管理】 

13)  事務局は、全支部の修繕対応待期間を基に、基準とする修繕対応待

期間（基準修繕対応待期間）を決めて、修繕を均等配分する。 

14)  基準修繕対応待期間は、修繕の増加に合わせて１週間ごとに段階的

に引き上げる。 

 

〇修繕の振分けルール 

修繕センター契約工事店→担当支部→待機期間の短い支部→→基準

修繕対応待期間引き上げ→修繕センター契約工事店→…… 

 

 

   【全県体制への移行】（能登半島地震の例より） 

15)  事務局は、基準修繕対応待期間が３週間を超えた時点で、正副本部

長と協議の上で、全県体制への移行に向けた対応を局に依頼する。 

（１４．愛管連協力業者との連携 参照） 

 【愛管連協力業者への協力依頼】 

16)  事務局は、局からの許可があり、基準修繕対応待期間が３０日を超

えた場合は、愛管連の所属工事店のうち、震源地から遠い愛管連支部

長及び所属工事店に協力を依頼する。 

17)  事務局は、協力を得られる予定の愛管連協力業者に、メータまわり

配管や無料修繕範囲など名古屋市の屋内のルールを説明する。 

18)  事務局は、各支部への対応と同様に、愛管連協力業者に屋内修繕連

絡書（災対用）を配布し、施工後に回収する。 

【愛管連協力事業者情報の整理】 

19)  事務局は、修繕連絡書を整理して、施工業者別の一覧表を作成する。

愛管連からの協力業者については、出張費の公費負担の可能性がある

ことから、事業所の所在地を整理しておく。 

 

１２．防災訓練の実施 

① 名古屋市及び名古屋市上下水道局防災訓練への協力 

名古屋市給水区域内の市民並びに行政組織に対して、災害発生時には、
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地元の水道工事店が最前線で対応していくことをＰＲするとともに、平

常時には、給排水設備の修繕に真摯に対応していく「街の工事店」にご

理解をいただくために、名古屋市、上下水道局、学区の皆さん主催の防

災訓練には積極的に参加する。 

・名古屋市水防訓練（毎年５月最終日曜日） 

・名古屋市防災訓練（毎年９月第一日曜日） 

・名古屋市上下水道局防災訓練（毎年９月上旬） 

    東部 2026→西部 2027→北部 2028→南部 2029 

 

・学区防災訓練（主催者が決定） 

② 名水協防災訓練の実施 

1) 局施設を用いた防災訓練の実施 

概ね２年に一度に局幹部の異動に伴うレクチャーを兼ねて技術教育

センターの施設を利用して、支部員を集めて開催する。 

2) 災害活動を想定したシナリオ訓練の実施 

災害時に局、名水協支部員、支部長、事務局などの活動内容や Biz及

び LINEの登録状況を確認するために実施する。（資料 15） 

    ・安否確認訓練 ・仮設給水栓設置訓練 ・修繕体制切替訓練 

・修繕対応待期間の把握訓練 ・屋内修繕訓練 

3) 事務局防災訓練 

発災時活動内容をシナリオに沿って確認する机上訓練及び仮設給水

栓設置、組立式給水タンク設置、仮設トイレ（ラップポン）、発電機等

の使用方法などの実地訓練を実施する。 

 

１３．資材確保 

① 資材担当及び資材委員長は、各支部長より各支部員の資材の調達状況を

集約し、不足資材の数を把握する。 

② 資材担当は、名水協の資材取引先及び愛管連の覚書（資料５）に基づいた 

資材取引先（愛知県管工機材商業協同組合）と連絡をとって、支部員等

が調達困難になっている資材に関する情報を提供する。指定給水用具等

組合取り扱い器具については、取引先と連絡をとって配達等を依頼して

当該器具を確保する。 

③ 資材担当は、BCP（事業継続計画）に基づき、資材販売事業の継続に向

けて製造メーカーと連携し、代替調達・業務代替手段確保に努める。 

 

１４．愛管連からの協力事業者との連携 

正副本部長と協議の上で、上下水道局に基準修繕対応待期間が３週間を超え

た時点で愛管連の事業者からの応援を受けたい趣旨を報告する。 

その結果、名古屋市給水区域内の工事に関連した指定の要件を一時的に解除

する旨の連絡を待つ。 

正副本部長又は専務理事、事務局長は、愛管連の専務理事に協力業者への連

絡調整を名水協事務局が行う旨を報告する。また、修繕対応待期間が３０日を
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超えた時点で震源地から遠い支部など応援を受けたい愛管連各支部に名水協

として応援を依頼する。 

事務局から愛管連所属の協力事業者のうち震源域から遠い愛管連支部に連

絡して応援を求める。 

 

１５．仮宿泊施設の提供 

  上下水道事業体の他都市応援は、自立して活動するため、受援事業体は、宿

泊場所等を提供する必要はないが、発災当初は、そうした施設の確保も難しく

なる可能性もあるため仮宿泊施設を用意する。 

  現在、水道会館は、洗身行為をすることはできないが、局の応急活動実施時

の支部員及び事務局員のために、宿泊に必要な防災備品、発電機等（資料 1１）

を準備している。また、会議室等のスペースもあることから、これらを柔軟に

利用して、局からの依頼があれば、仮宿泊施設として提供する。 

 

 

 

 

制定 令和 ６年１２月 ４日  第１版 

   令和 ８年 １月１４日  第２版 
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○案  

災害時における宅地内給排水設備の早期復旧に向けた協力に関する覚書 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）、名古屋市指定水道工事店協同組合（以下「乙」と

いう。）及び名古屋上下水道総合サービス株式会社（以下「丙」という。）は、甲と乙

が締結する「災害時における応急復旧工事等の協力に関する協定書」（以下「甲乙協定」

という。）、甲と丙が締結する「水道施設等被災時における応急対策の協力に関する協

定書」及び乙と丙が締結する「名古屋市指定水道工事店協同組合・名古屋上下水道総

合サービス株式会社の相互協力に関する基本協定」に基づいて、甲が乙及び丙に要請

する給水装置（公道下に設置された部分を除く。）及び排水設備（以下「宅地内給排水

設備」という。）の早期復旧に向けた協力内容について、次のとおり覚書を締結する。 

 

（修繕受付窓口の設置） 

第１条 甲は、地震その他異常な自然現象により宅地内給排水設備に多数の被害が発

生していることが想定されるとき（以下「災害時」という。）に必要に応じ乙に対し

て、宅地内給排水設備に被害が発生した建物所有者等から修繕等の申し込みを受け

付けるための窓口（以下「修繕受付窓口」という。）の設置を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、電話、ウェブサイト等により修繕

等の申し込みを受け付けるための体制を整えるものとする。 

３ 甲は、乙が修繕受付窓口を設置したときは、甲のウェブサイト等において修繕受

付窓口の問い合わせ先等を周知するものとする。 

４ 乙は、修繕等の申し込みを受け付けたときは、乙に加盟する対応可能な指定給水

装置工事事業者又は指定排水設備工事店（以下、「指定工事事業者」という。）を手

配し、申込者と調整のうえ早期に修繕等を実施するものとする。なお、修繕等は申

込者と指定工事事業者の契約により実施するものとする。 

５ 乙は甲の求めに応じて、修繕受付窓口にかかる受付件数や対応件数、対応日数等

について報告するものとする。 

６ 甲は、修繕受付窓口が設置された場合、宅地内給排水設備の修繕が効率的に実施

されるよう、乙に水道施設及び下水道施設の被害状況や復旧見通し等の情報（以下

「復旧情報」という。）の提供等を行うものとする。 

７ 甲は、前項の規定による復旧情報の提供等を行う場合、丙に協力を要請する。こ

の場合において、当該要請は、乙が甲に代わって行うものとする。 

８ 丙は、前項の規定による要請を受けたときは、修繕受付窓口に必要な人員を配置

し、乙に復旧情報の提供等を行うものとする。 

 

（重要医療施設等の被害調査及び応急復旧） 

第２条 甲は、災害時に必要に応じ丙に対して、甲が応急給水を実施している重要医

療施設、社会福祉施設、避難所等（以下「重要医療施設等」という。）の宅地内給排

水設備の被害調査を要請するものとする。 

資料３－１



○案  

 

２ 丙は、前項の規定による要請を受けたときは、重要医療施設等の管理者等への聞

き取りや現地立ち会い等により宅地内給排水設備の被害状況、修繕等の手配状況

（未手配の場合は、乙への修繕依頼の有無を含む。）を確認するとともに、その結果

を甲に報告するものとする。 

３ 甲は、前項の調査結果を直接又は丙を通じて乙と共有するとともに、重要医療施

設等の管理者等が乙による修繕等を希望するときは、直接又は丙を通じて乙に対し

て修繕等の対応を要請するものとする。 

４ 乙は、前項の規定による修繕等の対応の要請を受けたときは、乙に加盟する対応

可能な指定工事事業者を手配し、当該施設の管理者等と調整のうえ早期に修繕等を

実施するものとする。なお、修繕等は原則として当該施設の管理者等と指定工事事

業者の契約により実施するものとするが、甲の依頼に基づき応急的に共同給水装置

を設置する工事については、甲乙協定に基づき、甲が費用負担するものとする。 

５ 乙は甲の求めに応じて、重要医療施設等の修繕等の対応状況について報告するも

のとする。 

 

（指定工事事業者の修繕対応可否等の調査） 

第３条 甲は、災害時に必要に応じ乙及び丙に対して、指定工事事業者の修繕対応可

否等の調査を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、乙に加盟する指定工事事業者の修

繕対応可否等を調査し、その結果を丙に報告するものとする。 

３ 丙は、第１項の規定による要請を受けたときは、乙に加盟する指定工事事業者以

外の指定工事事業者の修繕対応可否等を調査するとともに、前項の規定による乙の

報告を含めて取りまとめ、その結果を甲に報告するものとする。 

４ 甲は、丙から指定工事事業者の修繕対応可否等の報告を受けたときは、甲のウェ

ブサイト等において調査結果を公表するものとする。 

５ 前３項の規定は、第１項の規定による甲の要請があった都度実施するものとする。 

 

（業務実施に必要となる情報の提供） 

第４条 甲は、被害調査や修繕等を行う建物の管理者等の連絡先や宅地内給排水設備

の図面など、本覚書に定める業務を実施するにあたり必要となる情報を乙及び丙に

提供するものとする。なお、乙又は丙が甲から提供を受けた情報については、業務

を実施するにあたり必要となる場合には、乙丙間で共有することができるものとす

る。 

 

（遵守事項） 

第５条 甲、乙及び丙は、本覚書に基づく手続き等により知り得た情報は、個人情報

の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び名古屋市情報あんしん条例（平



○案  

成 16年名古屋市条例第 41号）並びにこれらに基づく規定等に従い、適切な情報の

保護及び管理を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第６条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から令和８年３月 31 日までとする。た

だし、有効期間満了の日の 30 日前までに、甲、乙又は丙のいずれからも異議の申し

出がないときは、引き続き１年間継続するものとし、以後この例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定は、有効期間（前項の規定により有効期間

を延長した場合には、当該延長した期間を含む。）後もなおその効力を有するものと

する。 

 

（協議） 

第７条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、

甲乙丙協議して定めるものとする。 

 

 

  令和７年 月 日 

 

    甲 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

      名古屋市 

      代表者 上下水道局長 横地 玉和 

 

    乙 名古屋市中区丸の内三丁目 14番 11 号水道会館内 

      名古屋市指定水道工事店協同組合 

      代表者 理事長 穂刈 泰男 

 

    丙 名古屋市熱田区一番三丁目２番 44 号 

      名古屋上下水道総合サービス株式会社 

      代表者 代表取締役社長 岩間 千晃 
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愛知県管工事業協同組合連合会と地震等災害時における応急復旧応援協定締結先団体一覧 

 

締結日 締結先団体 締結事項 概要 

平成20年5

月 27日 

日本水道協会愛

知県支部 

災害時における

水道施設等の応

急復旧に関する

協定 

①日水協（愛知県支部）に所属する事業体の水道施設

（公の施設）の被害に対する復旧活動の応援に関

して工事の施工、労務、車両の提供に関するもの 

②応急給水活動、応急復旧活動、応急復旧資機材提供 

③他の都道府県への復旧応援を含む 

令和 2年 

3月 19日 

愛知県及び名古

屋市 

災害時における

被災住宅の応急

修理に関する協

定 

①愛管連加盟会員名簿の提供 

②応急修理の実施方針を提示してから応援要請 

③被災後対応可能な応急修理業者のあっせんと同業

者への技術支援 

平成 26年 

4月 15日 

愛知県管工機材

商業協同組合 

災害時における

資材提供に関す

る協定書 

（資料５） 

①水道施設及び給排水設備の応急復旧に必要な資機

材の供給に関する協力要請 

②愛管連正会員の要望する場所への運搬・引渡 

③価格・支払い時期は資材供給引渡後に協議 

平成 23年 

4月 28日 

渡辺パイプ中部

支店 

災害時における

復旧活動の応援

協力に係る覚書 

①渡辺パイプが取り扱う資材の供給についての協力

要請 

②渡辺パイプのサービスセンター構内での引渡 

③災害時直前の適正価格を提供 

令和 6年 

5月 24日 

渡辺パイプ中部

支店 

災害時における

被災地域への災

害備品の提供に

関する協定 

①渡辺パイプが管理する災害備品の提供についての

協力要請 

②愛管連の指定する場所までの運搬・引渡 

③無償提供 

平成 23年 

4月 28日 

株式会社アクテ

ィオ 

災害時における

レンタル機材の

提供に関する協

定書 

①バックホー、トラック（クレーン付き）、油圧ブレ

ーカー、その他レンタル機材の提供 

②引渡場所は協議によるが、引渡場所までの運搬は

アクティオが行う。 
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名水協災害対策ネットワーク
大規模災害時に備える対応マニュアル

http://www.meisuikyo.jp

名古屋市指定水道工事店協同組合

資料６



■訓練説明

第２回防災訓練　 開催日 平成 29年５月 18日	 開催場所 名古屋市上下水道局技術教育センター

第３回防災訓練　 開催日 令和元年５月17日	 開催場所 名古屋市上下水道局技術教育センター

第４回防災訓練　 開催日 令和４年５月13日	 開催場所 名古屋市上下水道局技術教育センター

第５回防災訓練　 開催日 令和６年５月14日	 開催場所 名古屋市上下水道局技術教育センター

第１回防災訓練　開催日　平成25年5月17日　　開催場所　名古屋市上下水道局技術教育センター

名古屋市指定水道工事店協同組合災害対策ネットワーク　� 　4

Biz 安否確認システム　� 　6

地震が起こったら　� 　7

名古屋市上下水道局の地震対策　� 　8

仮設給水栓設置マニュアル　� 　10

主要関係官公庁名簿　� 　12

目　　　次
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■取付管止水訓練

■仮設給水栓設置訓練 ■仕切弁操作訓練

■給水タンク積載訓練

■置コマ式止水訓練 ■圧着止水訓練
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１．目　　的
地震並びに災害の発生を想定し、“ライフライン”の復旧及び確保に際し、名古屋市上下水道局

との連携のもと、名古屋市指定水道工事店協同組合のネットワークをもって市民サービスに寄与�
することを目的とする。

２．名　　称
「名水協災害対策ネットワーク」と称する。

３．発動時期
愛知県下において震度６弱以上の地震並びに災害発生時及び名古屋市上下水道局からの要請によ

り、理事長を本部長、副理事長を副本部長とする組合災害対策本部を、組合内に設置する。但し初
動活動については、上下水道局と緊密な連絡をとりながら活動する。

４．対策本部
対策本部の召集については正・副理事長が召集する。
対策本部のメンバーは、理事会に準ずる。

５．組 織 表

名古屋市指定水道工事店協同組合災害対策ネットワーク

各支部の報告は
支部長が取りまとめる

＊印はブロック長担当支部

＊

千 種 支 部

東 　 支 部

中 　 支 部

守 山 支 部

名 東 支 部

東ブロック長

青年部会役員青年部会会長

災害対策本部

事 務 局 長

副 本 部 長

副 本 部 長

北 　 支 部

西 　 支 部

中 村 支 部

北ブロック長

＊

熱 田 支 部

中 川 支 部

港 　 支 部

南 　 支 部

西ブロック長
＊

昭 和 支 部

瑞 穂 支 部

緑 　 支 部

天 白 支 部

南ブロック長

＊
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６．報告並びに指示連絡網
①�　災害対策本部の指示のもと、支部長は被害状況（支部員及び各区内被災状況）を、各ブロック
長に報告する。
②�　災害の被害状況をまとめるため、ブロック長及び青年部会長は副本部長、事務局長のいずれ
かに被害状況を報告する。
③　災害対策本部からの連絡及び、本部への報告については、組織表の順に実行する。
④　報告、連絡方法は臨機応変を旨とする。
　　※臨時の場合は、災害伝言ダイヤル「171」及び LINEを利用する。

７．復旧活動
①�　初動体制としては、組合員の被害状況の把握、名古屋市給水地区の被害状況（断水等）の情
報収集に活動する、特に名古屋市上下水道局災害対策本部に情報を提供し、上下水道局との連
絡を密にする。
②�　復旧工事について上下水道局より要請があった場合、災害対策本部はネットワークにより速
やかに対応する。
③�　予想される宅地内給水装置の応急止水、１栓の確保、取付管の復旧等については、災害対策
本部において体制を準備し、対応する。
　　※�施工チームの人員については初動活動において情報として収集し、動員可能人員を把握の上、

速やかに施工チームの編成を行い、応急復旧態勢を準備する。
④　外部からの応援隊についても上下水道局の指示の下、速やかに対応する。

８．上下水道局及び各種団体との事前協議及び協定
①�　名古屋市上下水道局とは、平成 24 年 12 月に「災害時における応急復旧工事等の協力に関す
る協定」を締結した。
②�　平成 28 年８月に名古屋市上下水道局と「災害時における仮設給水栓の設置等に関する協定書」
を締結した。
③�　愛知県管工事業協同組合連合会が資材取引先と平成 26 年 4 月「災害時における給水管類等
の供給に関する覚書」を取り交わした。
④�　愛知県管工事業協同組合連合会が愛知県知事及び名古屋市長と令和２年４月「災害時におけ
る被災住宅の応急修理に関する協定書」を締結した。

９．その他
名水協災害対策ネットワークに基づき災害が発生した際に、スムーズに行動に移せるように、�

毎年１回、組合員協力の上「防災訓練」を実施する。
名水協災害対策ネットワークは、上下水道局の要請により風水害等の災害対策にも対応する。
組合備品として、発電機、電動アシスト自転車、非常食、非常用ベッド、組み立て式仮設給水�

タンク、仮設トイレ、その他必要と思われる機材を備える。
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非常事態への備え
昨今の大型地震発生など、社会的責任の増大を背景とした、事業継続計画（BCP）の取り組み意識
が高まっております。

①地震発生時、安否確認システムから組合員に地震情報を自動的にメール連絡

②同時に、被災地の支部員に安否確認メールを自動送信

③各支部の支部員が安否状況、出動可否を報告

④安否状況確認：名古屋市指定水道工事店協同組合が支部員の安否状況と集計結果を確認

■名古屋市指定水道工事店協同組合としての社会的責任

■震度５以上の地震が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県の５地区に発生した時

防災協定
名古屋市指定

水道工事店協同組合

Biz 安否確認システム

名古屋市

気象庁外郭団体

NTTコム
安否確認システム

①地震情報連絡

②‌�自動で	
安否確認のメール

地震情報

各支部

名古屋市指定
水道工事店協同組合地震発生

事務局

支部員

6
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取り消し線
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緊急地震速報って？
緊急地震速報は、地震による強い揺れを事前（揺れる
前）にお知らせするための情報です。

◦‌�地震発生場所に近い地震計で地震は波（Ｐ波、初期
微動）をキャッチ

◦‌�気象庁で、震源や規模、予想される揺れの強さ（振
動）等を自動計算

◦‌�地震による強い揺れ（Ｓ波、主要動）が始まる前に
素早くお知らせ（緊急地震速報を発表）

◦‌�家庭や工場、集客施設、交通機関などで、見聞きし
た一人一人が自らの身を守るためなどに活用

気象庁リーフレット
「緊急地震速報～まわりの人に声をかけながら あわてず、まず身の安全を！！～」より

地震が起こったら
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名古屋市上下水道局の地震対策 「「名名古古屋屋市市上上下下水水道道局局よよりり受受領領」」  

 

■■飲飲料料水水のの備備蓄蓄  

大規模な災害による広域的な断水が発生すると、皆さまに水がいきわたるまでに

数日かかってしまう場合もあります。各家庭で 1人 1 日 3リットルの 3日分（計 9

リットル）以上の飲料水の備蓄をお願いします。 

飲飲料料水水のの備備蓄蓄方方法法ににつついいてて  

・上下水道局で災害用備蓄飲料水「名水」を販売しています。1箱で 3日分以上の飲

料水を備蓄できます。 

・ポリタンクなどで備蓄する場合は、3日間を目安に水を入れ替え、必ず冷暗所で保

存してください。 

■■水水道道のの元元栓栓のの閉閉めめ方方  

 地震が起きたとき、自宅の敷地

内で漏水があると、配水管の漏水

の発見に時間がかかったり、断水

後に通推移した際に敷地内で噴

出したりする危険性があります。 

 自宅の敷地内で漏水した場合

や、指定避難所に避難するとき

は、必ず水道の元栓を閉めてくだ

さい。 

■■地地下下式式給給水水栓栓  

地域の皆さまが自ら操作して応急給水できる施設として、名

古屋市内のすべての市立小中学校に整備しています。操作セッ

トは各小中学校などに保管されています。 

■■下下水水道道直直結結式式仮仮設設トトイイレレ  

災害時に地域の皆さまが自ら組み立てて使用することがで

きる下水道直結式仮設トイレを設置するためのマンホールを、

指定避難所などの周辺道路に整備しています。下水道直結式仮

設トイレ本体は、各指定避難所などに保管されています。 

地震時にご家庭の水道が断水した場合にも、皆さまが水をご利用になれるように右表のような目標

を定めています。 

名古屋市上下水道局の地震対策　「名古屋市上下水道局より受領」
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応急給水施設分布図� ●数字は災害時に名水協が仮設給水栓を設置する場所
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❹
❺
❻
❼
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❾
❿

東山配水場
東山公園
千種公園
吹上公園
平和公園応急給水センター
鍋屋上野浄水場
星ヶ丘小学校
干代田橋緑地
自由が丘
茶屋ヶ坂公園

千 種 区
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯
⓰
⓱
⓲
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㉑
㉒

白水公園
宝生公園
柴田小学校
忠道公園
春日野配水場
名古屋工科高校
道徳公園
笠寺公園
白水小学校
呼続公園
上浜南公園
宝南小学校
大生小学校
千鳥小学校
笠東小学校
豊田小学校
星崎小学校
日本ガイシスポーツプラザ
笠寺小学校
明治小学校
大江川緑地
伝馬小学校

南　　区

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯

守山区役所
小幡緑地（西園）
旧緑ヶ丘配水場
志段味配水場
小幡緑地（本園）
天神橋緑地
矢田川橋緑地
志段味支所
市営本地荘
下市場公園
吉根配水塔
松川橋緑地
大森中央公園
山下公園
志段味スポーツランド

守 山 区

❶
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❼
❽
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稲永公園
善南公園
小碓中央公園
港北公園
南陽支所
土古公園
当知中央公園
宝神中央公園
稲永東公園
中川西応急給水センター
秋葉公園
港西小学校
南陽小学校
西築地小学校
東海小学校
西福田小学校
神宮寺小学校
新茶屋川公園
大手小学校
神宮寺給水所
高木小学校
藤前公園
正保小学校
野跡小学校
荒子川公園
日光川公園
国際展示場
東築地小学校
小碓小学校
福田小学校
南郊公園

港　　区
❶
❷
❸
❹
❺
❻

白川公園
金山総合駅周辺
久屋大通公園
若宮公園
名城公園
水道会館

中　　区
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❷
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❺
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❼
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❾

大治浄水場
あま市役所甚目寺庁舎
清須市役所南館
花咲公園
旧清須市役所清洲庁舎跡地
大治町役場
甚目寺南中学校
コミュニティプラザ萱津
森ヶ丘公園

市　　外

❶
❷
❸
❹
❺

鶴舞公園
興正寺公園
川原公園
村雲公園
川名公園

昭 和 区

❶
❷
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❹
❺

瑞穂公園
瑞陵高校
田辺公園
瑞穂配水場
堀田公園

瑞 穂 区
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❼
❽

熱田高校
熱田神宮公園
熱田神宮
船方小学校
千年小学校
神宮東公園
国際会議場
名古屋上下水道総合サービス㈱

熱 田 区
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市立工業高校（北江公園）
大縄公園
荒子公園
松葉公園
富田支所
中川区役所
ナゴヤ球場（露橋公園）
南川田公園
御屋敷公園
万場大橋緑地（横井橋緑地）
荒越公園
西中島小学校
西前田公園
正色小学校
外丸田公園
春田小学校
玉川小学校
赤星小学校
千音寺小学校
戸田小学校
万場小学校
水里応急給水センター
明正小学校
野田小学校
戸田川緑地
豊治小学校
富田公園

中 川 区
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緑区役所
鳴海配水場
鳴子中央公園
旭出公園
大高緑地
市営桶狭間荘
浦里小学校
鳴丘東公園
新海池公園
滝の水公園
大高北小学校
みどりが丘公園
通曲公園
上下水道局南部営業センター

緑　　区
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❷
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❹
❺
❻
❼
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❾
❿

名東区役所
猪高配水場
牧野ヶ池緑地
極楽公園
猪子石公園
上社公園
藤見が丘公園
猪高緑地（厚生院）
西一社中央公園
明徳公園

名 東 区

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

天白区役所
一本松公園
天白川緑地
平池下公園
平針第一公園
こうしん公園
天白公園
荒池緑地

天 白 区

❶
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❹
❺
❻

栄公園
建中寺公園（東橦木公園）
愛教大附属小・中学校
木ヶ崎公園
徳川園
旭丘小学校

東　　区
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北区役所
楠支所
名城公園
水分橋緑地
すずらん公園
光城小学校
川中小学校
辻小学校
楠西小学校
守山水処理センター
志賀公園
楠公園
味鋺東公園

北　　区
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花ノ木公園
平塚公園
枇杷島公園
新福寺公園
洗堰緑地
枇杷島小学校
中小田井小学校
西原公園
五町公園
比良西小学校
比良小学校
稲生小学校
浮野小学校
比良西応急給水センター

西　　区
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❷
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❼
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中村公園
稲葉地公園
庄内緑地
柳公園
大正橋緑地
米野公園
亀島公園
押木田公園
八社小学校
西柳公園

中 村 区

この看板が
目印です
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仮設給水栓設置マニュアル
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名古屋市上下水道局より資料提供
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名水協災害対策ネットワーク
大規模災害時に備える対応マニュアル

http://www.meisuikyo.jp

管路部 管路センター

担 当 区 域 担当事務所 電　話 ＦＡＸ

千種・東・中
守山・名東区 東部管路センター 721-2251 721-2254

北・西・中村区
市外給水区域 北部管路センター 411-2511 411-2527

熱田・中川・港
南区 西部管路センター 652-2321 652-2324

昭和・瑞穂・緑
天白区 南部管路センター 629-7811 629-7812

営　　　 業 　　　課

電　話 ＦＡＸ

事 務 担 当 972-3736 972-3676

給 排 水 設 備 課
電　話 ＦＡＸ

給排水担当 972-3645・3647
972-3677

審 査 担 当 972-3648・3649

量水器担当 353-8637 353-8638

※市外給水区域は、清須市（春日地区を除く）、あま市甚目寺地区、大治町、北名古屋市久地野地区です。

担当課公所 電　話 担　　当　　内　　容

料金課利用促進担当 350-2203 井戸の使用開始・廃止等

東部管路センター 721-2275 千種・東・中・守山・名東区

工事用排水の届出／道路の下水管のつまり
マンホールの破損／下水管の工事

北部管路センター 412-1291 北・西・中村区

西部管路センター 652-2360 熱田・中川・港・南区

南部管路センター 629-5961 昭和・瑞穂・緑・天白区

名古屋市指定水道工事店協同組合
〒460－0002 名古屋市中区丸の内三丁目 14 番 11 号（水道会館）
ＴＥＬ	 052－951－3240 ㈹　ＦＡＸ　052－951－8883
ＵＲＬ	 http://www.meisuikyo.jp

営 業 セ ン タ ー ・ 営 業 所

担 当 区 域 担当営業所 所 在 地 電　話 ＦＡＸ

千種区・東区・中区・
守山区・名東区

東 部 営 業
セ ン タ ー 〒464-0072 千種区振甫町３丁目34－２ 722-8750 722-8756

熱田区・中川区・港区・南区 西 部 営 業
セ ン タ ー 〒454-0037 中川区富川町２丁目１ 352-2511 352-2514

昭和区・瑞穂区・緑区・天白区 南 部 営 業
セ ン タ ー 〒458-0841 緑区鳴海町小森45－１ 899-5155 899-5161

北区・西区
北名古屋市久地野地区 北 営 業 所 〒462-0843 北区田幡二丁目４－５ 981-2556 981-2558

中村区
清須市（春日地区を除く）
あま市甚目寺地区、大治町

中村営業所 〒453-0037 �中村区黄金通１丁目20－７ 483-1411 483-1441

■水道関係　各種連絡先の市外局番は（052）です。

担 当 課 公 所 所 在 地 電　話 ＦＡＸ 担 当 区 分

料 金 課 利 用 促 進 担 当 〒460-0014
中区富士見町４-３� 350-2204 350-2202

排水設備工事申請
浄化槽廃止・くみとり改造等の
補助金・貸付金
私道共同排水設備工事補助
宅地内ポンプ設備工事補助

給排水設備課 審 査 担 当 〒460-8508 中区三の丸三丁目１番１号
（市役所西庁舎７階）

972-3648
972-3677

972-3649

管 路 部
管路センター

東部管路センター 〒464-0072　千種区振甫町３丁目32-1 721-2275 721-2282 千種・東・中・守山・名東区

北部管路センター 〒453-0847　中村区岩上町147 412-1291 412-9652 北・西・中村区

西部管路センター 〒455-0051　港区中川本町２丁目1-2 652-2360 652-2362 熱田・中川・港・南区

南部管路センター 〒458-0034　緑区若田二丁目1101 629-5961 623-7625 昭和・瑞穂・緑・天白区

■下水道関係

主要関係官公庁名簿

R6.6
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Biz安否確認操作方法

1

資料７－１

３．トップ画面より「Biz安否確認」

を選択します。

Biz安否確認

アプリ

１．ログイン画面

団体コード ※ご不明な方は事務局担当にお聞きください。

ID ⇒行政区番号を入力

パスワード ※ご不明な方は事務局担当にお聞きください。

A

B

C

※ 

１４

※

２．団体コード ・ ID・パスワード

を入力します。

A

B

C

ご不明な方は事務局担当に

お聞きください。

ご不明な方は事務局担当に

お聞きください。

Biz安否確認を選択します。



2

４．「安否確認 最新回答状況」

の管理者メニューから

「一斉通報確認」を選択します。

５．「一斉通報確認」に移行

したことを確認し、画面を

下にスクロールします。

６．送信履歴までスクロール

します。

７．送信履歴より、確認したい「表題」を選択します。（集計日時も確認してください）

スクロール

送信履歴



3

８．選択した表題の回答状況が

表示されます。

回答状況の一覧（拡大抜粋）

☆ 回答状況 一覧表の見方

発信状況で「一部OK」とは、２つ以上の

メールアドレスが登録されている中で

一部のみに送信されている状態です。

回答状況は

「未読」 「回答あり」

「既読」があります。

集計は支部自体の回答が含まれるので

件数はマイナス１件してください。

A

B

B

Ⅽ

A

Ⅽ



主な木造住宅密集地域一覧 

地区名 区名 町名 区分

大杉・杉村地区 北区 

生駒町、大蔵町、大杉町、神明町、長田町、 

中杉町、東大杉町、東大曽根町、東長田町、 

東水切町、水切町 

全部

大曽根一丁目、紅雲町、志賀本通、城東町、 

杉栄町 
一部

米野地区 中村区
上米野町、郷前町、大正町、深川町 全部

黄金通、権現通、下米野町、太閤通、長戸井町 一部

中村地区 中村区

大秋町、中島町、則武本通、松原町 全部

寿町、太閤通、大門町、鳥居通、賑町、羽衣町、

日吉町、本陣通、道下町、若宮町 
一部

日比津地区 中村区
日比津町 全部

高道町、本陣通、森田町 一部

御剱地区 

昭和区 滝子通 全部

瑞穂区

太田町、亀城町、雁道町、竹田町、船原町、 

平郷町、御剱町 
全部

堀田通、豆田町、瑞穂町 一部

大喜地区 瑞穂区

春敲町、大喜新町、大喜町、直来町、宝田町 全部

上坂町、田光町、豊岡通、堀田通、豆田町、 

瑞穂町 
一部

下之一色地区 中川区 下之一色町 一部

戸田地区 中川区

戸田一丁目、戸田二丁目、戸田三丁目、 

戸田四丁目 
全部

供米田三丁目 一部

桜・笠寺・本星崎地区 南区 

西桜町、西田町、星園町、本星崎町、呼続五丁目 全部

笠寺町、粕畠町、桜本町、寺部通、戸部町、 

鳥山町、白雲町、星崎町、本地通、前浜通、 

松池町、松城町、呼続四丁目 

一部

呼続地区 南区 
呼続二丁目、呼続三丁目、呼続元町 全部

菊住一丁目 一部

鳥羽見・廿軒家地区 守山区

市場、長栄、鳥羽見一丁目、鳥羽見三丁目、 

廿軒家、町北、町南、守山一丁目 
全部

鳥羽見二丁目 一部

WS20
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資料９ 

災害時の Biz安否確認 定型フォーマット 

 

１．支部員の安否確認・仮設給水栓の設置 

① 愛知県内で震度６弱以上の地震が発生しました。会社として機能していますか？ 

回答 ・している   ・していない 

 

  ② 仮設給水栓を設置することができますか？  

※仮設給水栓の設置条件 名古屋市給水区域内【名古屋市、清須市（春日地区を除 

く）、北名古屋市久地野地区、あま市甚目寺地区、大治町】で震度６弱以上の地震 

が発生した場合。 

   回答 ・設置できる  ・設置できない  ・仮設給水栓を寄託されていない 

 

２．活動リソース 

① 応急活動に人員を派遣できますか？ 

  回答 ・１人  ・２人  ・３人以上  ・できない 

② 応急活動に車両の提供はできますか？ 

  回答 ・１．５t車 １台    ・１．５t車 ２台以上  

 ・２t車以上車 １台   ・２t車以上 ２台以上 

     ・軽貨物自動車 １台    ・軽貨物自動車 ２台以上 

     ・普通貨物自動車 １台  ・普通貨物自動車 ２台以上  

 ・できない 

 

３．修繕対応期間 

 ① 屋内修繕の依頼を受けた場合、いつ頃対応できますか？ 

 回答 ・３日以内    ・一週間以上    ・二週間以上   

     ・できない 

 

４．事務局の安否確認 

① けがは、ありませんか？ 

回答 ・無事    ・軽傷     ・重傷 

② けがをされた家族はいますか？ 

  回答 ・無事    ・けが人あり  ・確認中 

③ 今、どこにいますか？ 

  回答 ・自宅    ・会社     ・その他 

④ 出勤することはできますか？ 

  回答 ・できる   ・できない    



資料１０ 

 

名水協本部の非常配備体制 

（概  要） 

本件は、南海トラフ巨大地震等の発生を想定し、“ライフライン”の復旧及び確保に際して締結した、

名古屋市上下水道局と名古屋市指定水道工事店協同組合との「災害時における応急復旧工事等に関する

協定書」並びに「災害時における仮設給水栓の設置等に関する協定書」に基づき応急給水活動を行う場合

の名水協本部の非常配備体制を明記したものである。 

 

１．事務局 

【名古屋市給水区域内において震度 5弱以下の地震が発生した場合】 

 〇参集人員   原則なし（応急活動要請があった時点で専務理事と事務局長が参集） 

 〇参集場所   水道会館（組合事務所） 

 

【名古屋市給水区域内において震度 5強の地震が発生した場合】 

 〇参集人員   専務理事及び事務局長 

 〇参集場所   水道会館（組合事務所） 

 

【名古屋市給水区域内において震度 6弱以上の地震が発生した場合】 

 〇参集人員   事務局幹部職員（課長会出席職員及び指定職員）全員 

 〇参集場所   水道会館（組合事務所） 

 

【実施業務】 

① 給排水設備（局）との連絡調整 

② 正副本部長との連絡 

③ 全組合員・事務局員の安否確認及び被災状況把握 

④ 水道会館の被害状況調査、応急措置 

⑤ 仮設給水栓の設置を周知（震度６弱以上（自動設置時）でも実施） 

⑥ 仮設給水栓の設置状況確認及び未設置理由の把握 

⑦ 災害対策本部設置の連絡（震度６弱以上必置、５強以下は必要に応じて設置） 

⑧ 活動リソースの把握 

⑨ 応急活動（応急復旧、応急給水、緊急止水）の実施要請への対応 

⑩ 屋内修繕への対応（修繕受付、各支部長への修繕依頼、愛管連との連絡、資機材の調達支援） 

⑪ その他 必要な対応 

〇 全組合員の安否確認は、「災害支援ネットワーク」「LINE」を使用 

〇 正副本部長、支部長への連絡、事務局はグループ LINEなどで連絡 

 

２．正副本部長 

【名古屋市給水区域内において震度 5強以下の地震が発生した場合】 

 〇参集     原則なし（応急活動要請があった時点で参集）※１ 

 〇参集場所   水道会館（組合事務所） 
※１ 事務局と調整して要請のあった応急活動が軽微であった場合は除く 

【名古屋市給水区域内において震度 6弱以上の地震が発生した場合】 

 〇参集     あり 

 〇参集場所   水道会館（組合事務所） 



資料１０ 

 

【実施業務】 

① 全組合員・事務局員の安否確認及び被災状況把握（事務局より報告） 

② 災害対策本部の設置を宣言 

③ 仮設給水栓の設置状況確認及び未設置理由把握（事務局より報告） 

④ 応急活動（応急復旧、応急給水、緊急止水）の実施要請への対応 

⑤ 屋内修繕の支部長間の応援調整、愛管連との連絡調整 

⑥ その他 必要な対応 

 

３．支部長 

【名古屋市給水区域内において震度５弱以上の地震が発生した場合】 

 〇参集     なし 

【実施業務】 

① 支部員の安否確認及び被災状況把握（Biz等にて確認及び事務局に報告） 

② 仮設給水栓の設置状況確認及び未設置理由把握（事務局に報告） 

③ 活動リソースの把握 

④ 応急活動（応急復旧、応急給水、緊急止水）の実施要請への対応 

⑤ 屋内修繕の支部員への依頼、支部長間の応援調整 

⑥ その他 必要な対応 

 

４．支部長代行 

【名古屋市給水区域内において震度５弱以上の地震が発生した場合】 

〇参集     なし 

【実施業務】 

① 災害対策本部設置時の正副本部長の支部での支部長代行、支部長不在時の代行 

② その他 必要な対応 

 

参考：応急活動の内容（協定書記載事項） 

 ・応急復旧工事 重要医療施設等の情報共有と要請があった場合の応急復旧の実施と施工場所、工事

の内訳、施工業者、人員等の報告 

・応急給水   1ｔタンク、10㍑ポリタンク運搬用車両の確保、車両運転手、作業補助員の提供、1

ｔタンク等の避難所等への配布 

 ・緊急止水作業 道路取付管、配水管の仕切弁、乙止水栓の閉止 

 ・その他    要請のある作業 



LEDランタン ２個

組立式給水タンク ２基
永谷園ごはんセット １２食入 ２７箱 2030年9月

防災用毛布 １９枚

ポケットガスコンロ ６台

エアベッド用空気入れ（手動） ２個

防災用ブランケット ９枚

防災用歯ブラシセット ４個

エアベッド用空気入れ（電動） ２個

ヒーター ４台
エアベッド ２０個

ストーブ １台
発電機 １台

歩道規制看板　１００ｍ ２個
歩道規制看板　　５０ｍ ２個

水道工事中看板　大 １個
水道工事中看板　小 ２個

工事用看板（土木）　大　ポールタイプ ２個
工事用看板（土木）　小 ４個

矢印看板　→ ２個

コーンバー ８本
ブルーシート（大） ２枚

組合　１F　防災備品保管品

品　　　名 数量 個数 備考
扇風機　普通 ２台

資料１１

仮設給水栓 4基
仮水栓 13×13 110個

扇風機　小 ３台

ポケットガスコンロ用ガス ３個入 １７箱
仮設トイレ（ラップポン） ３台

三角コーン（赤） ８個

名水協ヘルメット １８個
防災訓練用　名水 ２４本入 ３箱と２０本 ２０２９年

防災訓練用　看板
防災訓練用　名水 ２４本入 １箱 ２０３０年

仮水栓
散水栓

25×20 50個
270個

防災訓練用　備品
防災訓練用ベスト・ヘルメット予備

仮水栓 20×13 110個



仮設給水栓寄託先リスト　兼　未設置理由報告書 資料１2

行政区 応急給水施設名称 仮設給水栓管理番号 袋色
転落

防止板

指定

番号
指 定 工 事 店 名 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 管理公所 設置済 備考（未設置理由等）

1 千種 千種公園 ４栓式（改良型No.73 青 1230 岩成ボイラー㈱ 052-762-2171 052-761-1577 東部営業センター

2 千種 吹上公園 ４栓式（改良型No.122 青 503 ㈱長谷川工業所 052-761-8901 052-752-0015 東部営業センター

3 千種 茶屋ヶ坂公園 ４栓式 No.351 橙 392 杉山水道工業所 052-751-1962 0561-62-0806 東部営業センター

4 東 建中寺公園 ４栓式 No.452 橙 1285 丸竹設備㈱ 052-938-4405 052-938-4406 東部営業センター

5 東 東撞木公園 ４栓式 No.401 橙 ○ 32 中島工業所 052-935-2000 052-935-9740 東部営業センター

6 東 愛教大附属小・中学校 ４栓式 No.402 橙 ○ 379 吉忠工業㈱ 052-931-0401 052-931-0408 東部営業センター

7 東 木ヶ崎公園 ４栓式 No.502 橙 33 ㈾共栄水道工業所 052-935-1021 052-935-1024 東部営業センター

8 東 徳川園 ４栓式 No.352 橙 1127 ㈱タツダ名古屋支店 052-979-2273 052-979-2274 東部営業センター

9 北 楠支所 ４栓式（改良型No.44 青 480 ㈲近藤設備 052-901-5421 052-901-7853 北営業所

10 北 名城公園 ４栓式（改良型No.130 青 22 ㈱カケン 052-931-9231 052-931-4127 北営業所

11 北 水分橋緑地 ４栓式 No.361 橙 315 稲垣設備工事㈱ 052-914-2831 052-981-1368 北営業所

12 北 すずらん公園 ４栓式 No.360 橙 131 朋和設備工業㈱ 052-911-4431 052-911-4435 北営業所

13 北 光城小学校 ４栓式 No.304 橙 1376 まさき電設株式会社 052-914-8457 052-914-7853 北営業所

14 北 川中小学校 ４栓式（改良型No.43 青 264 城北水道工業㈱ 052-914-1345 052-916-9665 北営業所

15 北 辻小学校 ４栓式（改良型No.129 青 178 家田管工㈱ 052-911-7181 052-911-1244 北営業所

16 北 楠西小学校 ４栓式（改良型No.160 青 1355 ㈱ワカマツ 052-902-4225 052-902-4226 北営業所

17 北 志賀公園 ４栓式（改良型No.161 青 ○ 446 ㈲かとう水道工業所 052-991-4743 052-912-4641 北営業所

18 北 楠公園 ４栓式（改良型No.162 青 ○ 524 ㈱横田管工 052-901-4711 052-901-1289 北営業所

19 北 味鋺東公園 ４栓式（改良型No.25 青 〇 615 上中水道㈱ 052-901-2033 052-901-1297 北営業所

20 西 花の木公園 ４栓式 No.366 橙 111 浄心設備工業㈱ 052-522-3431 052-522-5670 北営業所

21 西 平塚公園 ４栓式（改良型No.46 青 583 小玉工業㈱ 052-501-3578 052-503-6330 北営業所

22 西 枇杷島公園 ４栓式（改良型No.76 青 12 ㈱高瀬水道商会 052-551-2283 052-551-0535 北営業所

23 西 新福寺公園 ４栓式（改良型No.77 青 803 菅原工業㈱ 052-529-5290 052-529-5292 北営業所

24 西 洗堰緑地 ４栓式（改良型No.91 青 611 三幸工業㈲ 052-501-2930 052-503-3606 北営業所

25 西 枇杷島小学校 ４栓式（改良型No.92 青 ○ 203 安井管工業㈱ 052-522-2231 052-532-0035 北営業所

26 西 中小田井小学校 ４栓式 No.367 橙 428 ㈱平田設備 052-502-6385 052-503-7227 北営業所

27 西 五町公園 ４栓式（改良型No.132 青 650 ㈱ダイワプランニング 052-504-6180 052-504-2595 北営業所

28 西 稲生小学校 ４栓式（改良型No.133 青 ○ 365 みやま設備㈱ 052-524-5228 052-524-5273 北営業所

29 西 浮野小学校 ４栓式（改良型No.163 青 ○ 618 黒柳工業㈱ 052-501-1031 052-503-9671 北営業所

30 清須市 清須市役所南館 ４栓式No.364 橙 ○ 420 ㈱宮崎設備工業 052-409-1066 052-409-1110 中村営業所

31 清須市 花咲公園 ４栓式No.365 橙 685 三都㈱ 052-501-7693 052-501-7658 中村営業所

32 清須市 旧清須市役所清洲庁舎跡地 ４栓式 No.369 橙 1036 ㈲小川工業所 052-400-1838 052-400-9503 中村営業所

33 中村 中村公園 ４栓式（改良型No.47 青 485 ㈲タカスガ 052-481-6719 052-481-0664 中村営業所

34 中村 稲葉地公園 ４栓式（改良型No.48 青 494 日新工業㈱ 052-412-6060 052-412-8714 中村営業所

35 中村 庄内緑地一帯 ４栓式（改良型No.78 青 625 富田工業 052-443-5567 052-443-5567 中村営業所

36 中村 大正橋緑地 ４栓式（改良型No.93 青 ○ 367 ㈱旭設備 052-412-0352 052-412-0689 中村営業所

37 中村 西柳公園 ４栓式（改良型）No.368 橙 345 ㈲畑中水道工業所 052-481-8936 052-482-8985 中村営業所

38 中村 押木田公園 ４栓式（改良型No.94 青 1069 ㈱大森設備 052-526-1006 052-602-5856 中村営業所

39 あま市 あま市役所甚目寺庁舎 ４栓式（改良型No.97 青 455 奥田水道設備 052-444-0232 052-442-2280 中村営業所

40 あま市 甚目寺南中学校 ４栓式（改良型No.134 青 476 安井水道工業所 052-444-3039 052-443-4234 中村営業所

41 あま市 コミュニティプラザ萱津 ４栓式 No.370 橙 676 ㈲シンコー 052-443-6240 052-449-1515 中村営業所

42 大治町 大治町役場 ４栓式（改良型No.166 青 584 ㈲山田水道工業所大治支店 052-444-7737 052-444-2919 中村営業所

43 中 白川公園 ４栓式（改良型No.49 青 23 ㈱シブヤパイピング 052-221-6911 052-201-9681 東部営業センター

44 中 白川公園 ４栓式（改良型No.50 青 783 ㈱宮腰設備 052-323-1051 052-323-1052 東部営業センター

45 中 金山総合駅周辺 ４栓式（改良型No.153 青 267 塚松工業㈱ 052-322-4811 052-322-0280 東部営業センター

46 中 久屋大通公園 ４栓式（改良型No.154 青 ○ 19 山添工業㈱ 052-321-2263 052-331-0751 東部営業センター

47 中 水道会館 ４栓式No.501 橙 〇 154 名水協(鈴萬工業㈱) 052-321-9338 052-321-9393 東部営業センター

48 昭和 鶴舞公園 ４栓式（改良型No.51 青 53 ㈾眞保工務所 052-731-0563 052-732-3899 南部営業センター

49 昭和 川原公園 ４栓式（改良型No.52 青 209 ㈱安田工務店 052-762-4131 052-762-4132 南部営業センター

50 昭和 村雲公園 ４栓式（改良型No.88 青 180 穂刈工業㈱ 052-741-2246 052-741-2249 南部営業センター

51 昭和 川名公園 ４栓式 No.436 橙 282 ㈱トキワ設備工業所 052-781-1626 052-782-8524 南部営業センター

52 瑞穂 瑞穂公園（１） ４栓式（改良型No.53 橙 177 宝工業㈱ 052-852-6166 052-852-6169 南部営業センター

53 瑞穂 瑞穂公園（２） ４栓式（改良型No.54 青 370 ㈱フジコー 052-853-2717 052-853-3718 南部営業センター

54 瑞穂 瑞陵高校 ４栓式 No.395 橙 400 ㈱村上工業 052-851-2590 052-853-3035 南部営業センター

55 瑞穂 田辺公園 ４栓式 No.396 橙 254 ㈲飯吉設備工業所 052-852-8521 052-852-8523 南部営業センター

56 瑞穂 堀田公園 ４栓式 No.397 橙 92 ㈱ハイイ工業 052-881-4091 052-881-4025 南部営業センター

57 熱田 熱田高校 ４栓式（改良型No.55 青 1535 水光社㈱ 052-652-3468 052-652-3700 西部営業センター

58 熱田 熱田神宮公園 ４栓式（改良型No.56 青 817 ㈲フナサダ 052-671-7322 052-684-7729 西部営業センター

59 熱田 熱田神宮 ４栓式（改良型No.137 青 140 小島設備工業㈱ 052-682-4600 052-682-0850 西部営業センター

60 熱田 船方小学校 ４栓式（改良型No.170 青 553 ㈲スイシン 052-681-0539 052-681-0659 西部営業センター

61 熱田 千年小学校 ４栓式 No379. 橙 311 桜和設備㈱ 052-651-1320 052-651-8040 西部営業センター

62 熱田 神宮東公園 ４栓式 No.380 橙 308 ㈱山田商会 052-871-9824 052-871-9819 西部営業センター

63 中川 市立工業高校（北江公園）（１）４栓式（改良型No.57 青 516 恵北設備工業㈱ 052-362-3123 052-362-3189 西部営業センター

64 中川 市立工業高校（北江公園）（２）４栓式（改良型No.58 青 ○ 516 恵北設備工業㈱ 052-362-3123 052-362-3189 西部営業センター

65 中川 大縄公園 ４栓式（改良型No.98 青 369 木村工業所㈱ 052-431-5251 052-431-5252 西部営業センター

66 中川 荒子公園（１） ４栓式（改良型No.99 青 529 湖誉設備工業㈱ 052-361-1124 052-351-2405 西部営業センター

67 中川 荒子公園（２） ４栓式（改良型No.100 青 ○ 529 湖誉設備工業㈱ 052-361-1124 052-351-2405 西部営業センター

68 中川 ナゴヤ球場（露橋公園）４栓式（改良型No.101 青 245 ㈲佐治施設工業 052-361-1253 052-361-1254 西部営業センター

69 中川 万場大橋緑地(横井橋緑地）４栓式（改良型No.102 青 ○ 1132 野田管工㈲ 052-432-1811 052-432-1835 西部営業センター

70 中川 荒越公園 ４栓式（改良型No.103 青 230 ㈲板倉水道工業所 052-681-9888 052-681-9889 西部営業センター



71 中川 西中島小学校 ４栓式（改良型No.104 青 1350 ムラカミ設備工業㈱ 052-414-6772 052-414-6773 西部営業センター

72 中川 野田小学校 ４栓式（改良型No.105 青 253 ㈲長田水道工務店 052-363-8513 052-363-8018 西部営業センター

73 港 南陽支所 ４栓式（改良型No.59 青 ○ 461 ㈲安井配管工業名支店 052-302-0247 052-301-4843 西部営業センター

74 港 土古公園 ４栓式（改良型No.60 青 ○ 386 ㈱近藤工業 052-381-6406 052-382-0410 西部営業センター

75 港 秋葉公園 ４栓式（改良型No.83 青 ○ 632 ㈲岡田工業 052-661-7020 0567-95-8649 西部営業センター

76 港 新茶屋川公園 ４栓式（改良型No.84 青 ○ 620 ㈲松下設備工業 052-301-1300 052-301-1392 西部営業センター

77 港 荒子川公園 ４栓式（改良型No.108 青 ○ 574 ㈱大安設備 052-382-2857 052-383-0314 西部営業センター

78 港 日光川公園 ４栓式（改良型No.109 青 ○ 902 ダイワ住設工業㈱ 052-387-8764 052-387-8765 西部営業センター

79 港 南郊公園 ４栓式（改良型No.110 青 ○ 499 ㈲吉武水道工事店 052-653-7115 052-652-2575 西部営業センター

80 南 白水公園（１） ４栓式（改良型No.61 青 ○ 189 ㈱スミ設備 052-612-4555 052-612-9011 西部営業センター

81 南 白水公園（２） ４栓式（改良型No.62 青 ○ 500 ㈱三朝設備 052-691-7740 052-692-4362 西部営業センター

82 南 宝生公園（１） ４栓式（改良型No.85 青 ○ 568 ㈱森設備 052-613-0300 052-613-0111 西部営業センター

83 南 宝生公園（２） ４栓式（改良型No.86 青 ○ 500 ㈲中島管工所 052-691-5570 052-694-3653 西部営業センター

84 南 忠道公園（１） ４栓式（改良型No.87 青 ○ 487 ㈱三好工業 052-691-1292 052-691-1282 西部営業センター

85 南 忠道公園（２） ４栓式（改良型No.116 青 ○ 471 ㈲白鳥水道工業所 052-692-8011 052-691-1282 西部営業センター

86 南 名南工業高校 ４栓式（改良型No.117 青 ○ 244 中衛工業㈱ 052-811-8111 052-811-8311 西部営業センター

87 南 道徳公園 ４栓式（改良型No.118 青 ○ 256 ㈲鈴木設備工業所 052-691-7301 052-691-7359 西部営業センター

88 南 笠寺公園 ４栓式（改良型No.119 青 ○ 55 ㈱オーエム設備 052-821-8736 052-824-4143 西部営業センター

89 南 呼続公園 ４栓式（改良型No.120 青 ○ 327 今井設備　 052-811-7360 052-822-8683 西部営業センター

90 南 日本ガイシｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ４栓式（改良型No.121 青 ○ 475 大興設備工業㈱ 052-811-1713 052-822-8824 西部営業センター

91 南 大江川緑地 ４栓式（改良型No.146 青 ○ 439 日比野工業所 052-612-1373 052-612-1374 西部営業センター

92 守山 天神橋緑地 ４栓式（改良型No.63 青 287 ㈲宮口工務店 052-793-0055 052-791-5408 東部営業センター

93 守山 矢田川橋緑地 ４栓式（改良型No.64 青 622 ㈱マック東海 052-796-2227 052-796-2177 東部営業センター

94 守山 志段味支所 ４栓式（改良型No.74 青 589 ㈱小幡設備 052-736-9310 052-736-9455 東部営業センター

95 守山 市営本地荘 ４栓式（改良型No.75 青 405 新栄㈱ 052-775-8840 052-775-8847 東部営業センター

96 守山 下市場公園 ４栓式（改良型No.123 青 288 寺尾水道工事㈱ 052-768-1515 052-768-1516 東部営業センター

97 守山 松川橋緑地 ４栓式（改良型No.124 青 631 ㈲ｽﾌﾟﾗｯｼｭ水道工事店 052-791-1101 052-791-1139 東部営業センター

98 守山 大森中央公園 ４栓式（改良型No.125 青 576 臼井設備 052-798-5012 052-798-5012 東部営業センター

99 緑 旭出公園 ４栓式（改良型No.65 青 ○ 569 ㈲緑住宅設備 052-621-5554 052-623-2040 南部営業センター

100 緑 大高緑地 ４栓式（改良型No.66 青 ○ 300 ㈲朝倉a 052-621-2622 052-621-6621 南部営業センター

101 緑 市営桶狭間荘 ４栓式（改良型No.89 青 ○ 530 ㈲有松水道工業 052-621-0640 052-624-6052 南部営業センター

102 緑 浦里小学校 ４栓式 No.398 橙 ○ 297 ㈲明和設備商会 052-621-0828 052-621-6232 南部営業センター

103 緑 鳴丘東公園 ４栓式 No.399 橙 ○ 556 ㈲オオタ設備 052-876-6271 052-876-7835 南部営業センター

104 緑 大高北小学校 ４栓式 No.400 橙 ○ 521 大信設備㈱ 052-623-6101 052-623-2964 南部営業センター

105 緑 みどりが丘公園 ４栓式 No.499 橙 ○ 617 ㈲小池設備 052-877-6198 052-877-6197 南部営業センター

106 名東 牧野ヶ池緑地 ４栓式（改良型No.67 青 391 梅正設備工業㈱ 052-701-4064 052-702-2226 東部営業センター

107 名東 極楽公園（１） ４栓式（改良型No.68 青 532 ㈲宮澤水道 052-703-6362 052-703-6672 東部営業センター

108 名東 極楽公園（２） ４栓式（改良型No.126 青 322 ㈱チトセ 052-703-2225 052-703-2274 東部営業センター

109 名東 猪高緑地（厚生院） ４栓式（改良型No.127 青 322 ㈱チトセ 052-703-2225 052-703-2274 東部営業センター

110 名東 西一社中央公園 ４栓式（改良型No.128 青 532 ㈲宮澤水道 052-703-6362 052-703-6672 東部営業センター

111 天白 天白区役所 ４栓式（改良型No.69 青 ○ 354 山本水道工業所 052-801-0670 052-825-5118 南部営業センター

112 天白 一本松公園 ４栓式（改良型No.70 青 ○ 237 五幸工業㈱ 052-807-8897 052-807-8898 南部営業センター

113 天白 天白川緑地 ４栓式（改良型No.90 青 ○ 523 ㈱中京技研 052-895-2652 052-895-4450 南部営業センター

114 天白 平池下公園 ４栓式（改良型No.152 青 ○ 582 野村工業㈱ 052-802-6461 052-802-6009 南部営業センター

115 天白 平針第一公園 ４栓式（改良型No.182 青 ○ 570 ㈲平針設備 052-803-7720 052-805-3610 南部営業センター

116 天白 天白公園 ４栓式 No.438 橙 398 ㈱山本工業所 052-803-7121 052-804-0792 南部営業センター

117 天白 荒池緑地 ４栓式 No.439 橙 ○ 546 ㈱あいしん 052-803-2581 052-803-4445 南部営業センター

118 中 名水協への予備 ４栓式No.459 橙 1110 名水協 052-951-3240 052-951-3240 東部営業センター

119 中 名水協への予備 ４栓式No.460 橙 1110 名水協 052-951-3240 052-951-3240 東部営業センター

120 中 名水協への予備 ４栓式No.461 橙 1110 名水協 052-951-3240 052-951-3240 東部営業センター

121 中 名水協への予備 ４栓式No.462 橙 1110 名水協 052-951-3240 052-951-3240 東部営業センター

仮設給水栓寄託数 転落防止版寄託数 仮設給水栓寄託数 未設置数

千種 3 0 熱田 6

東 5 2 中川 10

北 11 3 港 7

西 10 4 南 12

清須 3 0 守山 7

中村 6 1 緑 7

あま 3 0 名東 5

大治 1 0 天白 7

中 5 2 本部 4

昭和 4 0 合計 121

瑞穂 5 0

未設置数 転落防止版寄託数

0

3

7

12

0

7

0

6

0

47
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仮設給水栓設置状況　確認方法

資料１２－１

② 「防災情報」をクリックします。

③ 防災情報の「災害時に役立つ施設の検索」をクリックします。

① 上下水道局ウエブサイトのトップページ画面をスクロールします。

スクロール

④ 下図のこちらをクリックすると「検索画面」に移行します。



2

⑥ 検索結果から確認したい

施設名を選択します。

⑦ 選択した公園の開設・未開設の

状況が表示されます。

⑤ 検索方法１

「施設と住所から検索」で仮設給水栓のみにチェックを入れ、

検索したい区を選択します。（下図は千種区を選択した場合の画面です）

例）千種公園を

選択します。



3

補足）アイコンの説明

※通常時は、未開設です。

⑨ 「利用できる施設」が表示されます。

寄託数の多い支部では、こちらの

検索方法がお勧めです。

⑧ 検索方法２

「施設と住所から検索」で利用できる施設のみにチェックを入れ、

検索したい区を選択します。



資料１２－２ 

 

三者の覚書に基づく重要医療施設等への対応 

 

上下水道局 

①重要医療施設等への運搬給水開始 

②浄配水施設、配水管等の修理 

③順次通水開始 

④NAWSに通水情報連絡 

 

 

NAWS 

④通水区域内の重要医療施設等の被害調査（電話・現地） 

1）施設の被害状況 

2）給排水設備の修繕対応業者の紹介要否 

⑤名水協に施設被害状況と業者手配要の連絡 

 

 

名水協 

事務局 

⑥重要医療施設等への修繕受付に関する連絡 

⑦重要医療施設等の所在区又は対応待期間の少ない行政区の支部長に手配 

 

支部長 

⑧対応可能支部員の選定、優先修繕の依頼 

 

支部員 

⑨屋内修繕実施 

⑩名水協事務局に修繕完了報告 

（可能なら運搬給水を担当している上下水道局等の班員にも報告） 

 

事務局 

⑪給排水設備課・NAWSに修繕完了報告 

 

 

上下水道局 

⑫当該重要医療施設等を運搬給水対象施設から除外 

上下水道局 

ＮＡＷＳ 

上下水道局 

名水協 



様式 13（表） 

 

（表）                        

○○－○○－○○   

応急給水作業指示書 
 

作 成 日    年  月  日  備 考  

 

記入上の 
留意事項 

・給水車ごとに作成 
・作業開始前にコピーを水道給水対策本部に提出 
●印箇所：水道給水対策本部が記入 
○印箇所：応急給水班が記入 

 

●作業指示内容 

事業体名  

給水車  号車   タンク容量   ㎥   加圧   有・無 

給水拠点  

給水基地  

特記事項  

●作業指示者（  市水道給水本部） 

事業体名  

担当者 
氏   名：  
連絡先電話： 

○現地応急給水隊（応急給水班） 

事業体名  作業員数     

連絡責任者 
氏   名：       
連絡先電話： 

車両ナンバー  

 

（被災水道事業体用） 

整理番号 
指示・報告等、一連の

工程を同一番号で管理 

WS20
テキストボックス
資料13-１



様式 13（裏） 

 

（裏）                        

○○－○○－○○  

応急給水作業報告書 
作 成 日    年  月  日  備 考  

 

記入上の 

留意事項 

・時系列順に作業内容を記入 

・作業終了後、水道給水対策本部に提出 

 

○作業内容   開始時間        終了時間  

給水時間又は注水時間 
給水拠点又は 

給水基地 
注水量 給水量 備 考 

1     m3   m3  

2   m3 m3  

3   m3 m3  

4   m3 m3  

5   m3 m3  

6     m3   m3  

7   m3 m3  

8   m3 m3  

9   m3 m3  

 ：  ～  ：  m3 m3  

 ：  ～  ：  m3 m3  

 ：  ～  ：  m3 m3  

 ：  ～  ：  m3 m3  

 ：  ～  ：  m3 m3  

作業時間合計  時間     分  

給水量合計      ㎥  

注水量合計      ㎥  

特記事項 

（給水場所の様子等を記入） 

 

 

（応援水道事業体用） 

整理番号 



様式 20（表） 

 

 

（表）       管路修理報告書         ○○－○○－○○ 

 
 
 
 

 
場  所  

被害施設 □管路 □付属設備 □その他（                          ） 

修理管路 

漏水管路 

 

□導水管 □送水管 □配水管（配水本管・配水支管） 

□給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） 

口 径    

材 質 
□DIP □CIP □SP □VP □ポリエチレン □LP 

□その他（                      ） 

継手形式 

□A 形 □K 形 □T 形 □S、SⅡ形 □NS 形 □GX 形 □KF、UF 形 

□フランジ形 □溶接 □ねじ込み □TS □RR □融着 □不明 

□その他（                            ） 

付属設備 □消火栓 □空気弁 □バルブ・止水栓 □サドル分水栓 □その他（        ） 

被害状況 

管路 □タテ割れ □ヨコ割れ □折れ □破断 □その他（         ） 

継手 □抜け □ズレ □割れ □ゴム輪（破断、ズレ） □その他（    ） 

付属設備 □機能不全 □抜け □割れ □変形 □ズレ □その他（       ） 

地盤状況 

道路状況 □異常なし □陥没 □隆起 □割裂 □その他（     ） 

クラック幅 
□管直角方向 □水平方向     cm（1cm 以上を記入） 

□段差（沈下量）     cm（漏洩位置から  m 範囲内（全体で m）） 

地盤の傾斜 □なし □管軸方向 □管直角方向 （傾斜角度≒   °） 

液状化 □有り □無し ※近くに噴砂跡の有無 盛土 □ 

備  考 

 

 

記入上の 
留意事項 

・施工前と施工後の配管図は、可能な限り詳細に記入 
 

工事番号 〇〇－〇〇 

施工期間 年  月  日  曜日   時  分 ～ 月  日  曜日  時  分 

監 督 者 事業体名：         氏名：      電話： 

施工業者 

（代表者） 
施工業者名：       氏名：      電話： 

（応援水道事業体用） 

整理番号 

WS20
テキストボックス
資料13-2



様式 20（裏） 

 

（裏） 

現場見取り図                配管図（施工前） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
配管図（施工後）            使用材料集計 
                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 

（応援水道事業体用） 



様式 18（表） 

 

（表）                  

○○―○○―○○ 

 漏水調査受付書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の 
留意事項 

・ 通報者から可能な限り詳細を聞き取る。 
・ 住宅地図、配管図に漏水箇所を明示し添付。 

受付番号 〇〇－〇〇 

受付日時 年  月  日  曜日   時  分 

通 報 者 

氏名：          連絡先電話：  

              

住所：  

受 付 者 
事業体名：        氏名：           

          電話：090-1111-**** 

場  所  

漏水状況 

場 所 □道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） 

舗 装 □アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（             ） 

道 路 □陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（            ） 

漏 水 □漏水中 □漏水痕 □その他（                  ） 

漏水量 □大  □中  □小           

備  考 

 

 

 

 

 

（被災水道事業体用） 

整理番号 
受付・現地調査・修理等、一

連の工程を同一番号で管理 

WS20
テキストボックス
資料13-3



様式 18（裏） 

 

（裏）                        ○○―○○―○○ 

漏水調査報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の 
留意事項 

・ 現地調査後に記入し、水道給水対策本部に提出。 
・ 仮配管、仕切弁新設等、管路を修理しない復旧工事

について備考欄に内容を記載。 

調査番号 〇〇‐〇〇 

調査日時 年  月  日  曜日   時  分 

調査担当者 

（代表者） 

事業体名：        氏名：           

     電話： 

場  所     

漏水状況 

区 分 □道路（車道・歩道・私道・その他） □宅地内（メータ上流・下流） 

舗 装 □アスファルト □コンクリート □砂利 □その他（             ） 

道 路 □陥没 □隆起 □割裂 □損傷なし □その他（             ） 

漏 水 □漏水中 □漏水痕 □修理済み □その他（               ） 

漏水量 □地上流出（大 中 小） □地下流出（大 中 小） 

漏水確認 残 塩 □あり（   ｍｇ/ℓ） □なし 

漏水管路 
□導水管  □送水管  □ 配水管（配水本管・配水支管）  

□給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） □不明 

修  理 
必要性 □あり □なし □経過観察 

緊急性 □高い □通常 □低い □その他（                ） 

備  考 

※ 修理者に対して指示がある場合は具体的に記入してください。 

  

 

（応援水道事業体用） 

整理番号 



様 　　　　　　　　

　　　　　　        　 

（年）第（月）—〇〇〇〇号

住　所 区

名　称 ℡          -

氏　名 様 携帯

住　所 ℡          -

氏　名 様 携帯

　　修 繕 内 容　（詳細内容を記入ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

           （1）　水栓漏水(パッキン、蛇口　取替え)　　　　　　　　　　　　（1）ロ－、ハイ、隅付、一体型 　（和、洋）

屋内修繕連絡書（災対用）

名古屋市指定水道工事店協同組合

受付担当者 修 繕 ｾ ﾝ ﾀ ｰ　受付担当

〇〇

　　　　令 和 〇 年    月    日　（ 　）    時     分　　　　

現
　
　
地

申
込
者

　【修 繕 内 容】   

      １．漏 水　 　　　　　　２．水洗便所の故障　　　（ﾒｰｶｰ　　　　　　　）

           （2）　立ち上がり管の漏水 　　　　　　　　　　　（2）　水が止まらない（便器に漏れる）
           （3）　甲止水栓の漏水、閉止不良 　　　　　　　　　　　（3）　給水管、洗浄管漏水
           （4）　給湯器廻り漏水、配管漏水 　　　　　　　　　　　（4）　便器の詰まり

修　　理　　日 　　　　　　月　　　　　日　　（　　）　　　　時　　　　　分　　　　　　

           （5）　地中漏水　（漏水場所不明、調査） 　　　　　　６．排水管不良（台所、洗面台、洗濯機、浴室）　　　　　　　　　　　
      ３．下水閉塞、下水管、桝、破損、陥没　 　　　　　　　　　　　　　             　 (詰まり ・ 漏れ ・　その他)
      ４．導水装置　（受水槽.ポンプ.引込管 ） 　　　　　　７．出水不良　　　　　　　　　　　
      ５．改造 　　　　　　８．その他　　　　　　　　　　　

　【連 絡 事 項】   

施主様への連絡 　　　　　　月　　　　　日　　（　　）　　　　時　　　　　分　　　　　　

＊ 請 求 料 金 詳 細 は 無 用 で す。

屋　　内　　修　　繕　　結　　果　　報　　告　　書

現 地 到 着 令 和   〇   年　　　 　月 　　　　日 　　　　時 　　　　分 修　繕　者　名

修 繕 完 了 令 和   〇   年　　　 　月 　　　　日 　　　　時 　　　　分

資料14



資料１５―１ 

安否確認・仮設給水栓設置訓練（情報伝達）タイムライン 

寄託支部員：仮設給水栓の寄託を受けた支部員 

時間 実施者 実施内容等 

7月2日 

9:00 

― 
名古屋市給水区域内で震度７の地震が発生 

9:00 

(0hr) 

 

() 内 は

想定経

過時間 

本部 安否確認・仮設給水栓設置メール【本番相当】を送信  

本部→支部員（Biz） 

表題）【訓練】災害発生/Disaster occurred 

本文）2025 年 7 月 2 日 愛知県で震度 07 の地震が発生しました。 

Earthquake occurred 

質問１）愛知県で震度６弱以上の地震が発生しました。会社として 

機能していますか？ 

質問２）仮設給水栓を設置することができますか？ 

9:00 

(0hr) 

本部 事務局の安否確認メール【本番相当】を送信 担当者→事務局（Biz） 

表題）【訓練】災害発生/Disaster occurred 

本文）2025 年 7 月 2 日 愛知県で震度 07 の地震が発生しました。 

Earthquake occurred 

質問１）けがは、ありませんか？ 

質問２）けがをされた家族はいますか？ 

質問３）今、どこにいますか？ 

質問４）出勤することはできますか？ 

9:00～ 

(0-1hr) 

支部員 安否確認・仮設給水栓設置メールを確認し、アンケートに回答 

支部員→本部（各支部長） 

9:00～ 

(0-4hr) 

寄託支部

員 

①震度６弱以上の地震のために仮設給水栓を自主的に設置（想定） 

②QR コードの読み込み 

※今回の訓練は情報伝達なので、現地で仮設給水栓は設置しないで

ください。仮設給水栓の寄託支部員は、タイムラインに従って収納

袋内にあるＱＲコードの読み込みを行ってください。 

10:00 

(1hr) 

本部 Biz の回答状況を確認、未回答者がいる場合 

本部→各支部長（本部 LINE） 

【訓練】「各支部長は、安否確認・仮設給水栓設置のアンケートを確

認し、回答の無い支部員又は被災した支部員への聞き取り

をお願いします。」 

10:00 支部長 Biz の回答状況を確認、未回答者がいる場合 



(1hr) 支部長→未回答の支部員又は被災した支部員（支部 LINE,、電話） 

未回答の支部員に直接連絡 

10:00 

(1hr) 

 

 

 

本部 仮給水栓の念押し送信 

本部→全支部員（寄託支部員）（Biz） 

表題）【訓練】仮給水栓設置（念押） 

本文）「名古屋市給水区域内で震度６弱以上の地震が発出しました。 

    仮設給水栓設置の寄託を受けた支部員は、各区の震度に関わ 

らず仮設給水栓を設置し、ＱＲコードの読み込みをお願いし

ます。」 

11:00 

(2hr) 

本部 仮設給水栓の設置状況を確認（本部 LINE）  

【訓練】「各支部長は、仮設給水栓が未設置の支部員に連絡し、未設

置理由を把握し本部に連絡をしてください。なお、支部員が

被災した場合には、補助支部員への設置を依頼してくださ

い。未設置の確認は上下水道局 HPでお願いします。」 

11:00 

(2-4hr) 

 

 

 

 

 

支部長 

 

 

③は訓練では

実施不要 

①上下水道局 HP にて各区の仮設給水栓の設置状況を確認 

②未設置の給水栓を担当する支部員に連絡、遅延又は未設置理由を

聴取（支部 LINE、電話） 

③（寄託支部員と補助支部員と協力して仮設給水栓を設置） 

【訓練】「〇〇公園の仮設給給水栓が未設置（設置が遅れていますが）

ですが、〇〇設備さん未設置の理由をお知らせください。」

（送信例） 

11:30 

(4hr) 

支部長 各支部長は支部員から聴取した理由を報告する。（本部 LINE） 

【報告例１】〇〇区「〇〇公園は、倒木のため設置不可」 

【報告例２】〇〇区「〇〇公園は、交通途絶で到達不可」 

【報告例３】〇〇区「〇〇公園は、担当支部員と連絡不能のため

別途手配」 

※全か所設置された場合も本部の訓練のため報告例等のうち一つを

送信してください。 

11:30 

(4—hr) 

本部 ①仮設給水栓設置リスト兼未設置理由報告書を整理する。 

②未設置理由が確認できない場合は、支部長と連絡をとって理由の

把握に努める。 

11:45 

(4—hr) 

本部 仮設給水栓設置リスト兼未設置理由報告書を給排水設備課に送付す

る。（メール） 

 



                        資料１５－２ 

修繕体制切替・修繕対応待期間把握           

・屋内修繕訓練（情報伝達）タイムライン 
 

時間 実施者 実施内容等 

8 月 29 日 8:30 
名古屋市給水区域内で震度７の地震が発生 

通常体制による対応  

8:30 

 

本部 【訓練】地震発生の伝達・訓練開始 本部→修繕センター契約店 

表題）【訓練】地震発生  

本文）「名古屋市給水区域内で震度７の揺れを記録する地震が発生しま 

   した。修繕センター契約店は、増加する修繕に相互協力して対応 

してください。なお、修繕対応待期間が４日以上になった場合は、 

本部への連絡をお願いします。」（修繕センターLINE） 

8:40 

(1-3d) 

 

修繕セン

ター契約

店 

【訓練】修繕センター対応待期間４日超 

修繕センター契約店→本部 

本文）「震災後屋内修繕が急増し、全契約店で対応しましたが対応待期 

間が長くなりましたので各支部の応援をお願いします。」 

（修繕センターLINE） 

9:00 局 訓練開始宣言（FAXを本部に送信） 

9:05 局 修繕受付窓口設置要請（FAXを本部に送信） 

9:00-

10:00 

 

 

 

営業セン

ター・ 

NAWS 

 

 

【訓練】仮想受付（営業センター・NAWS→名水協 HP） 

各営業センター職員によるネット入力（お客さまによる入力を仮定） 

各営業センター職員が名水協の受付フォームに入力 

各行政区２件＋市外２件（東部 ES10 件、北部 ES６件、西部 ES8 件、

南部 ES8件）＋NAWS） 

非常時体制（各支部体制）への移行  

9:05 本部 【訓練】通常体制から非常時体制への切替 意思決定 本部→三役 

本文）「修繕センターによる修繕待期間が長くなりましたので、支部体

制に移行します。あわせて Bizにて全支部員に修繕対応待期（新

たな修繕にいつ頃着手できるか）の把握を開始します」（三役

LINE） 

9:10～ 

 

本部 【訓練】非常時体制への切替通知  本部→全支部長 

本文）「修繕センターでの修繕対応待期間が長くなったため支部体制 

に移行します。各支部員には、本部より Bizにて支部体制への 

切り替え情報と修繕対応待期間のアンケートを送信しますの 

で対応待期間の把握と返信の無い支部員への働きかけをお願 

いします。なお、本部より各支部に屋内修繕連絡書（災対用） 

を送付しますので対応をお願いします。」（本部 LINE） 



9:15～ 

 

 

 

 

本部 【訓練】非常時体制への切替通知及び修繕対応待期間のアンケート 

   （本部→各支部員） 

表題）【訓練】非常時体制（各支部体制）切替   

本文）「修繕センターでの修繕対応待期間が長期になったため各支部体 

制に移行します。各支部員は、修繕対応待期間に関するアンケー 

トに回答をお願いします。」 

アンケート）「定型フォーマット３」（Biz） 

10:00 

 

 

支部長 

 

 

Bizの回答状況を確認、未回答者がいる場合 

支部長→未回答の支部員（支部 LINE、電話） 

未回答の支部員に直接連絡 

10:30～ 本部 【訓練】修繕対応待期間の集計 

80～90％の返信率を目途に各支部毎と全体の対応待期間を集計 

 各支部長及び三役に対応待期間を報告 

 HPの新着情報の修繕対応待期間を掲示（掲示用数値の算出のみ） 

屋内修繕訓練  

11:00 

 

 

 

 

本部 屋内修繕連絡書の割振（本部→支部長） 

【訓練】営業センター等が名水協 HP に仮想入力した屋内修繕連絡書を

印刷 

【訓練】担当行政区の支部長宛に屋内修繕連絡書を送付する。（FAX 

及び PDF） 

【訓練】屋内修繕連絡書に控印を押して支部毎に整理して保管する。 

11:10 本部 【訓練】屋内修繕連絡書送付通知 

本文）「ただいまより各支部に屋内修繕連絡書を送付します。各支部長 

は、修繕対応待期間のアンケート結果等を踏まえて選定した支部 

員に修繕を依頼してください。」（本部 LINE） 

11:20 

 

 

支部長 支部員への割振（支部長→選択した支部員） 

【訓練】Bizの修繕対応待期間の回答状況を踏まえて送付された屋内修

繕連絡書（PDF又は FAX）を選択した支部員に送付する。 

12:00 局 訓練終了宣言（FAXを本部に送信） 

翌日 

17:00迄 

 

支部長よ

り事前連

絡済みの

支部員 

【訓練】屋内修繕連絡書を受け取ったことで修繕が完了したものとす

る。 

【訓練】屋内修繕連絡書に可能性のある修繕内容で必要事項を記入して 

事務局に返送する。（FAX等） 

翌々日 

9:00～ 

 

支部長 

 

【訓練】選択した支部員から送付されてきた屋内修繕連絡書を本部に送

付する。（FAX等） 

本部 

 

 

【訓練】選択された支部員から送付された屋内修繕連絡書を突き合て、 

支部ごと（市外は別）に整理して保管する。 

未送信の支部員には、支部長を通じて請求する。 

 


